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１．１．１．１．１．短期調査員の派遣短期調査員の派遣短期調査員の派遣短期調査員の派遣短期調査員の派遣

１－１　調査員派遣の経緯と目的

　エル・サルヴァドル共和国から1994年に要請された要請書に関し、1996年４月に派遣された基

礎調査団によりプロジェクト方式技術協力実施の可能性、必要性、妥当性が確認された。その後、

基礎調査団が収集した資料に基づき国内で検討を行った後、1997年10月に事前調査団が派遣され

た。

　事前調査では限られた時間の中で要請背景、内容の確認とともに、協力の基本コンセプトや現

時点で想定される必要な協力内容について確認することができた。しかしながら、「技術開発と普

及の統合システム（GyTT）」における普及員と農民との関係、農民の組織強化の現状などが更な

る調査事項として残され、下記事項に係る協議が今回短期調査の課題としてまとめられた。

(1) プロジェクトのマスタープランの作成

(2) プロジェクトの活動拠点

(3) プロジェクトの実施体制

１－２　調査員の構成

担当分野 氏　　名 所　　　　　属
総　　括 永井　和夫 国際協力事業団筑波国際センター次長

普及・研修計画 及川　　弘 北海道立花・野菜技術センター専門技術員
営農・栽培 大原　克之 国際協力事業団農業開発協力部特別嘱託
技術協力 園山　昌和 国際協力事業団農業開発協力部職員
通　　訳 鈴木　恵子 国際協力事業団メキシコ事務所付
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１－３　調査日程

　調査期間：1998年（平成10年）６月28日～７月25日

日順 月　日 曜日 調 査 日 程 宿 泊 地 調　査　内　容

１ ６月 28 日 日 東京

(営農/栽培)→

ﾛｻﾝｼﾞｪﾙｽ 移動（ロサンジェルス経由）

２ ６月 29 日 月 ｻﾝ･ｻﾙｳﾞｧﾄﾞﾙ JICA駐在員事務所打合せ

農牧省、国立農牧林業技術センター(CENTA)

表敬

３ ６月 30 日 火 ｻﾝ･ｻﾙｳﾞｧﾄﾞﾙ CENTAとの調査打合せ

農牧省派遣専門家との打合せ

４ ７月 １日 水 ｻﾝ･ｻﾙｳﾞｧﾄﾞﾙ 対象地区営農調査

５ ７月 ２日 木 ｻﾝ･ｻﾙｳﾞｧﾄﾞﾙ 対象地区営農調査

６ ７月 ３日 金 ｻﾝ･ｻﾙｳﾞｧﾄﾞﾙ 対象地区営農調査

７ ７月 ４日 土 東京

(普及/研修)→

ﾛｻﾝｼﾞｪﾙｽ 資料整理

８ ７月 ５日 日 ｻﾝ･ｻﾙｳﾞｧﾄﾞﾙ 資料整理、空港迎え及び打合せ

９ ７月 ６日 月 ｻﾝ･ｻﾙｳﾞｧﾄﾞﾙ JICA駐在員事務所打合せ

農牧省、CENTA表敬・打合せ

10 ７月 ７日 火 ｻﾝ･ｻﾙｳﾞｧﾄﾞﾙ 対象地区営農調査

11 ７月 ８日 水 ｻﾝ･ｻﾙｳﾞｧﾄﾞﾙ 対象地区営農調査

12 ７月 ９日 木 ｻﾝ･ｻﾙｳﾞｧﾄﾞﾙ 対象地区普及員・技術員活動調査

13 ７月 10 日 金 ｻﾝ･ｻﾙｳﾞｧﾄﾞﾙ 対象地区普及員・技術員活動調査

14 ７月 11 日 土 東京

(総括、技術協力)→

ﾛｻﾝｼﾞｪﾙｽ 資料整理

15 ７月 12 日 日 ｻﾝ･ｻﾙｳﾞｧﾄﾞﾙ 資料整理、空港迎え及び打合せ

16 ７月 13 日 月 ｻﾝ･ｻﾙｳﾞｧﾄﾞﾙ JICA駐在員事務所打合せ、

在エル・サルヴァドル大使館表敬、

農牧省、CENTA表敬、施設視察、打合せ

17 ７月 14 日 火 ｻﾝ･ｻﾙｳﾞｧﾄﾞﾙ 国立農業学校（ENA）視察

サン・アンドレス技術開発センター(CDT)、

GyTT、対象農家視察

18 ７月 15 日 水 ｻﾝ･ｻﾙｳﾞｧﾄﾞﾙ サンタクルス・ポリージョ CDT、GyTT、

対象農家視察

19 ７月 16 日 木 ｻﾝ･ｻﾙｳﾞｧﾄﾞﾙ プロジェクト参加者分析ワークショップ

20 ７月 17 日 金 ｻﾝ･ｻﾙｳﾞｧﾄﾞﾙ プロジェクト参加者分析ワークショップ

21 ７月 18 日 土 ｻﾝ･ｻﾙｳﾞｧﾄﾞﾙ 卸売、小売市場調査、資料整理

22 ７月 19 日 日 ｻﾝ･ｻﾙｳﾞｧﾄﾞﾙ 資料整理

23 ７月 20 日 月 ｻﾝ･ｻﾙｳﾞｧﾄﾞﾙ プロジェクト基本計画の検討

24 ７月 21 日 火 ｻﾝ･ｻﾙｳﾞｧﾄﾞﾙ ミニッツ案協議

25 ７月 22 日 水 ｻﾝ･ｻﾙｳﾞｧﾄﾞﾙ 午前：ミニッツ案最終協議、署名・交換

午後：JICA駐在員事務所、日本大使館報告

26 ７月 23 日 木 ｻﾝ･ｻﾙｳﾞｧﾄﾞﾙ発 帰国（メキシコ経由）

27 ７月 24 日 金 メキシコシティ発 機中

28 ７月 25 日 土 東京着
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１－４　主要面談者

＜エル・サルヴァドル側＞

(1) 農牧省

１）Ricard Quiñones Avila 農牧大臣

２）Vilma Hernandez de Calderon 農牧次官

３）Edwin Mauricio Aragon 農牧政策分析局長

４）Eduardo Huidobro セクター開発部長

５）Ana Ruth de Serrano セクター開発部職員

(2) 国立農牧林業技術センター（CENTA）

１）Carlos Federico Paredes Castillo CENTA所長

２）Manuel Rodriguez Cedillo CENTA技術部長

３）Eduardo Vides CENTA技術部長補佐

４）Fredys Hernan Lara CENTA技術部長補佐

(3) 外務省

１）Hector Gonzalez Urrutia 外務省次官

２）Licda. Elzabetht Guillen de Fuentes 国際協力プロジェクト担当

＜日本側＞

(1) 日本大使館 岩元　　克 大使

(2) JICA駐在員事務所 上島　篤志 所長

山際　秀雄 調整員

Salvador A. Guzman P.　エル・サルヴァドル側から移動

　（治安対策コンサルタント）

(3) 個別派遣専門家 上原　盛毅 専門家（外務省派遣）

布施　幸秀 専門家（農牧省派遣）
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２．２．２．２．２．要　約要　約要　約要　約要　約

(1) 調査概要

　本件調査員は、主に協力の基本計画の作成、実施体制の確認、モデルサイトの選定を行うこ

とを目的として、1998年６月28日から７月25日までの日程で、３陣に分かれて、派遣された。

　先にエル・サルヴァドル国に到着した２名の調査員（営農/栽培分野、普及/研修計画分野）

により、営農、普及及び技術開発の現状調査が実施された。それらの調査は、モデルサイト候

補地を選定することも大きな目的の１つとなっており、計７か所の普及所の管轄地域の農家、

２か所の技術開発センター（CDT）及び国立農牧林業技術センター（CENTA）本部にて実施

された。

　その後、総括及び技術協力分野の調査員が到着後、絞り込まれた３か所のモデルサイトなど

の現地調査、プロジェクト関係者による参加型ワークショップ、先方関係者と要請案件の基本

計画などについての確認の後、プロジェクトの基本計画、実施体制及びモデルサイトについて

協議した。

　エル・サルヴァドル側の我が国協力に対する期待は非常に大きく、また調査・協議などに非

常に積極的かつ熱心に対応した。

　協議の大半は「技術開発と普及の統合システム（GyTT）」の意義、現状及び課題に関する

意見交換とモデルサイト選定に費やされた。GyTTは世界銀行の指導で1995年に導入された

システムである。職員も新しい組織図に基づき配置されているが、業務の命令系統が確立され

ておらず、十分に機能している状況とは言えなかった。しかしながら、エル・サルヴァドル

が今後ともGyTTシステムの考え方を基に小規模農業者の支援を行うとの確認が得られ、本確

認を経て具体的な協力枠組みの検討がなされた。

　本プロジェクトの目的はCENTAにおける技術開発と普及機能の強化であり、モデルサイト

はその実証地と位置づけた。したがってモデルサイトはエル・サルヴァドル国小規模農業者の

多くが生活する傾斜地を対象とした。加えて治安の問題に配慮してコフテペケ及びサポティタ

ンの２普及所管内とした。

　効率的なプロジェクトの実施及び治安に配慮して、プロジェクト事務所は CENTA本部と

し、専門家及びカウンターパートは全員CENTAを拠点として活動することとした。モデルサ

イトには必要に応じ行くこととなる。

　プロジェクト活動はモデルサイトでの実証・普及活動を通じたCENTAの技術開発・普及能

力の向上、そしてCENTA本部における技術員・普及員、キーファーマーを対象とした研修能

力の向上にある。

　協議した協力の基本計画に双方の提案・コメントを加えてエル・サルヴァドル国側との確



－99－

認・合意事項をミニッツ（付属資料１．）で確認し、７月22日農牧省ヒカルド大臣と署名を取

り交わした。

(2) 協力実施上の留意事項

１）モデルサイトについて

　治安、営農状況、都市へのアクセスの容易さなどの基準に従い、モデルサイトとして、サ

ンタ・クルス・ポリージョCDT管轄地域のコフテペケ普及所及びサン・アンドレスCDT管

轄地域のサポティタン普及所の２つを選定した。

　エル・サルヴァドル国の農業はその自然環境から傾斜地における農業が主体であり、傾斜

地に生きる小規模農業者の営農と生活の安定及び傾斜地農業における環境保全を解決すべき

優先課題とした。

　コフテペケ管内はそのほとんどが傾斜地域であるが、治安、アクセスの上で最善のサポ

ティタン管内は傾斜地及び平地（灌漑及び非灌漑）地区からなるので、モデルエリアとして

は傾斜地区のみを対象とした。

　主に基礎穀類を栽培しているこれら地域の栽培技術改善、持続性ある土地利用体系（土壌

保全、輪作等）の中で新規作物（野菜、果樹等）を導入することにより収入増を図ることが

考えられる。技術改善は有機物の利用や育苗技術の導入、適切な管理技術の実施など、既知

の技術をエル・サルヴァドル国でどのように応用するかが活動の主体となるであろう。

２）研修活動

　技術開発と普及活動については、モデルサイトを対象とした活動の中でカウンターパート

に技術移転が図られることとなるが、研修活動についてモデルエリアを対象とした活動（普

及所、展示圃、農家圃場等における研修活動）だけではなく、全国を対象とした活動を

CENTA本部の研修施設を活用して実施することにより、研修プログラム作成、カリキュラ

ム開発、教材作成などの能力をカウンターパートに移転することができることになろう。し

かしながら限られたインプットと期間の中で、具体的にどのような研修活動ができるか検討

し、絞り込みを行う必要があろう。

３）治安と専門家の活動

　エル・サルヴァドルにおける専門家活動で注意を払わなければならない事項の１つは治安

への配慮である。内戦は終了したものの一般犯罪の発生率は高い状況にある。また、専門家

の活動の安全を確保することができるか否かは、プロジェクト実施の可能性検討の必須事項

であることから、全専門家ともCENTA本部における活動を基本とし、モデルサイト担当の

カウンターパートも活動当初はCENTA本部での技術移転を中心として、必要に応じモデル

サイトで活動する体制を取るようエル・サルヴァドル側の協力を求め、CENTA本部には全
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専門家及びモデルエリアのカウンターパートを含めたプロジェクト事務所の確保を依頼し

た。

　今次調査に同行した駐在員事務所の治安コンサルタントからは、夜間の行動、危険な地域

への立ち入りを避けるなどの安全対策を取れば、モデルサイトへの移動は問題はないとの回

答が得られている。いずれにしろエル・サルヴァドル側関係者には、協力が開始された場合

の専門家の安全確保に対して特段の配慮を申し入れ、了解した。

４）サポティタン灌漑地区

　サポティタン普及所の灌漑地区は、首都までの交通の便、地形などからみて農業地帯とし

ての発展の可能性が高く、日本が無償資金協力により灌漑施設の改修を実施したこともあ

り、何らかのサポートが必要と思われる。しかしながら、本プロジェクトは傾斜地農家を重

点に支援することから、サポティタン地区内においても傾斜地をモデルエリアの対象とする

こととした。しかし、CENTA本部からのアクセス及び治安を考えるとサポティタンの灌漑

地区は、非灌漑地区との生育比較データをとる最適地区と考えられるため、栽培技術に係る

研修教材作成の実証圃場としての活用は考慮されるべきであろう。
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３．３．３．３．３．営農営農営農営農営農///// 栽培分野の現状と問題点栽培分野の現状と問題点栽培分野の現状と問題点栽培分野の現状と問題点栽培分野の現状と問題点

　営農及び栽培分野担当の短期調査員は、モデルサイト候補地の農業の概要、小規模農家の営農

の現状などを把握するために調査を実施した。以下はその要旨である。

３－１　エル・サルヴァドル国農業の概要

(1) 経済的位置づけ

　エル・サルヴァドル国の基本的社会経済構造は農業国であり、農業人口が総人口の35％（198

万人）を占めている。また、農業部門は経済活動人口の35.5％を吸収し、1995年にはGDPに

占める農林水産部門の割合は13.7％であったが、農産加工業も加えると合計で23％となって

いる。農牧部門は全輸出額の32.8％を占め、エル・サルヴァドル国経済の中核と位置づけら

れる。

　農業部門は、コーヒー、砂糖を主とした伝統的農作物によるモノカルチャー型の生産構造か

らいまだ脱却していない。1991年と1994年の比較では、コーヒー、サトウキビは徐々に減少

しつつあり、非伝統作物が増加する傾向にある。内戦の終結や農地改革による作付け面積増加

によって、主要穀物は増産されてはきたが、まだ相当量を輸入に依存し、特に小麦はすべてを

輸入している。かつての主要輸出品目の１つであった綿花の生産は、農地改革による作付け転

換と綿花の国際価格の下落によって、ほとんど生産が停止さている。現在はエビがコーヒー、

砂糖に次ぐ輸出品目となっている。海外からの安価な穀物が容易に輸入されるため、食糧自給

率は50％程度まで低下している。

(2) 農業土地利用

　FAOの1993年資料によると、国土面積に対する農地・放牧地の割合は約64％（約134万ha）

と比較的高い。樹園地を含む耕作地は35％（73万ha）、牧場と牧草地は29％（61万ha）であ

る。灌漑面積は耕作地の約16％を占める 12 万 ha である。農業従事者１人当たりの農地は

1.16ha、放牧地は0.97haであり、中米では最も小さい。単年性作物の耕地及び天然草地が減

少し、永年作物栽培地及び改良草地が増加する傾向にある。

　森林はかつて国土の80％を覆っていたが、現在はFAOの推定によるとわずか4.9％（10万

ha）となっている。しかし、コーヒー園の屁陰木が薪炭材生産や土と水の保全の面で森林と同

様の効果を持っていると仮定してこれを加えれば、国土の森林の割合は12％となる。本来森

林として保護すべき傾斜地域は、国土面積の48％あると推定されているが、森林破壊が土壌

浸食による生産性の喪失、水供給力の減少、気象条件の悪化、生物多様性の喪失などの原因に

なっている。
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(3) 土地所有

　エル・サルヴァドル国においても他のラテンアメリカ諸国と同様に大土地所有制度が存在

し、少数の富裕階級が国富を独占してきており、農地改革が常に重要な政治課題となってい

る。農地改革は1980年から開始された。内戦により一時中断されたが、内戦終結後は旧政府

軍除隊兵士及び旧反政府軍ゲリラの元戦闘員に対して、就業の場確保のために農地配分が行わ

れている。農地改革公社（ISTA）と農地金融銀行（FINATA）によって農地改革が進められ

た。

　1971年には、70ha以上の広さを持つ農場数は全農場数の0.7％だったが、全体面積の38.7

％を占めており、平均面積は289.3haであった。1987年には、農場数は１％になったが、面

積では28.4％へと10％近く減り、平均面積は132.5haとなった。1971年の全農場の平均面積

は5.4haだったが、1987年には4.7％haとなっている。この30年間で１ha以上の土地持ち農

民数は11万8,687名から13万6,171名に増え、１ha以下は９万6,456名から９万6,821名と

ほとんど変化しなかった。

(4) 農地改革

　エル・サルヴァドル国政府は、少数者への極端な土地集中を是正するため農地改革を実施し

てきた。関連行政組織としては、ISTA（業務：農地改革に必要な土地の接収、農民に譲渡す

るまでの一時的運営管理、土地供与計画立案、土地供与後の農民訓練・組織化）、FINATA（業

務：法務省収用地の農地利用を条件とした供与、地主への保証金支払い、農地取得を目的とし

た融資）、BDT（土地銀行＝業務：中小規模農民の農牧林業を目的とした土地取得への信用貸

付）がある。

　農地改革法としては、1980年の法令154（500ha以上の農地接収による分配）と法令207（７

ha以下の借地農への権利移転）、1981年の法令842（ISTAが保有している既存の国有地の分

配）、1987年の法令839（土地なし農民に地主との売却交渉権を付与）がある。

　1988～89年において、法令154と842の直接的受益者は３万6,558名で総面積19万9,496ha、

１人当たり面積は5.5ha であった。法令207 の直接的受益者は４万2,562 名で総面積６万

2,504ha、１人当たり面積は1.5ha であった。法令839 の直接的受益者は2,238 名で総面積

5,701haで１人当たり面積は2.5haであった。合計の直接的受益者は、８万1,358名で総面積

26万 7,701ha、１人当たり面積は3.3haであった。

　供与前に大農場であった農地で、供与後も大規模農業生産が継続されるように、ISTAは農

民が協同組合（共同生産組織）の形成を進めてきた。1988～89年における協同組合は合計328

組合、総面積19万 9,486ha、全供与農地の75％である。

　協同組合の土地のうち、組合の土地が６万469ha（30.3％）、個人農地が２万9,649ha（14.9
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％）、放牧地が４万4,808ha（22.5％）、森林が２万3,737ha（11.9％）、インフラ施設地が１万

1,631ha（5.83％）、休耕地が１万9,694ha（9.87％）、荒れ地等が9,498ha（4.76％）であった。

組合員数は全国で３万6,558名であり、そのうち4,272名（12％）が女性であった。

　農地改革の恩恵を受けた農家や小規模農家は、営農技術や経営能力が未熟であり、さらに技

術普及や融資制度の不備のために一般的に生産性が低く、自家食糧の生産がやっとの状況であ

る。一方、最も生産性が高く、伝統的輸出作物であるコーヒーやサトウキビなどを多く生産

し、農村労働力を吸収しているのは100～ 500ha規模の農場であるとされている。

　農地改革による農地配分に関連して下記の問題点がある。

１）農地改革の対象となった農地は主に500ha以上の大土地所有者の農地であり、大土地所有

者の下にあった下流域を中心に農地配分がなされており、上流域の丘陵地帯では依然として

小作を中心とした零細な農業経営が行われている。

２）農地改革により、農業経営が弱体化し、投資や経営改善がむしろ困難になった。農業勧業

銀行（BFA）からの融資制度もあるが、融資条件を満たす農家がほとんどおらず、現実に

マッチした制度となっていない。

３）元兵士・戦闘員や農場労働者は農業経営の経験がなく、営農技術や経営管理のノウハウを

持っていない。一方、農業普及所は、普及員数と技術力不足のため十分な普及活動が行われ

ていない。また、灌漑に対する指導は最近始められたばかりである。

４）下流域の配分農地は洪水の常襲地など条件不利地が含まれており、農地を売却して都市に

流出するなど、定住が懸念される。

５）配分された農地が十分に活用されていない。

(5) 農業従事者

　15歳以上の経済活動人口のうち農業従事者数は、1961年の41万6,728名から1991～92年

の58万1,661名に増えているが、総経済活動人口に対する割合は、60％から32.6％に大きく

減少している。増加した人口の多くが他産業に吸収され、農業にはあまり吸収されなかったこ

とを示している。

　1961年から1992年の30年間の農民構成に関する特徴的変化は、土地なし農民が27.6％か

ら34.1％に、賃金農業労働者が12.4％から13.2％に、家族労働者が8.4％から12.6％に、農

村における失業者が5.3％から10.0％に増えたことである。

　農業従事者は、①地主、②小作人、③農民組合の構成員、④土地なし労働者、⑤主婦・子供

に分類できる。

１）地主

　地主は、所有地に住む地主、身近な都市に住む地主、サン・サルヴァドルに住む地主に分
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類できる。サン・サルヴァドルに住む地主はCoronoと呼ばれる圃場管理者を雇用して、管

理の一切を任せている。地主の所有面積は１～15haである。

２）小作人

　小作人は地主の所有地に住むことはほとんどなく、近くの集落に住むことが多い。土地な

し農民で労働者として働くよりも、小作人として自給用のトウモロコシやフリホール豆を確

保することを望む者の方が多い。小作人の借地は傾斜度の大きな土地や肥沃度の低い土地が

多く、また借用期間が１作や１年間であるため、積極的な圃場管理や生産性改善に対する意

欲に欠けることが多い。小作人の借地面積は１－２マンサーナ（Mz）以下が多い。（１マン

サーナ≒1.4ha）

３）ISTA管轄下の農民組合構成員

　農地改革法により農民に移管された土地を農民組合として管理している。移管された土地

は、

①土地購入代金をISTAへの返済にあてるために、農民組合が共同で作物を栽培している土

地

②圃場の管理を構成員に任された土地（１－２Mz）に分かれる。さらに、農民協同組合の

管理する土地面積が大きい場合には、構成員が組合から土地を借りている事例もある。

４）土地なし労働者

　市街地あるいは集落に住んでおり、地主あるいは小作人の需要に応じて農作業に従事し、

日当を得ている。日当は、朝６時から正午12時ごろまで働いて25～ 30コロンである。

５）主婦・子供

　農業労働者が不足する場合、主婦・子供の農作業に果たす役割は大きい。主婦は、収穫物

のフリホール豆、野菜、果物などの販売も担当している。

　また、多くの土地なし労働者や小作人がコーヒーとサトウキビの収穫時期には、生産地に

一時的に移住して収穫作業に従事する事例が多く認められる。これらは高収入となるため、

サン・サルヴァドル等の都市で家事労働者として従事している女性も、実家のある地域の

コーヒー収穫時にあわせて休暇を取り、収穫に従事する場合が多い。また、学校もコーヒー

収穫時期にあわせて10月末日で学期を終え、１月末日まで休暇に入る。

(6) 土壌保全

　1995年以降、内戦で中断があったものの農牧省はさまざまな土壌保全プロジェクトを実施

してきた。1969年以降、土壌保全対策はDGRNRで行われるようになった。しかし、農牧公

共部門における土壌保全事業は、関係機関のコミュニケーションと資金が不足しているため不

十分な実施状況下にある。最近の土壌保全技術の開発と技術移転は、地方と国際機関の協力で
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レンパ川及びその支流の流域で進められた。

　エル・サルヴァドル国における土壌保全技術の普及は、作物栽培、農業生態、農民の教育

と幅広く行われてきた。最も広範に採用されてきた土壌保全対策は、さまざまな傾斜地て行わ

れてきた等高線栽培である。その他ではマルチと穀物残渣の利用、防風林の設置がよく採用さ

れてきた。過去に実施された土壌保全プロジェクト（Metapan, Cerron Grande, Guacotecti

Projects）では石積み堰と植物の障害物、ベンチテラス、ディッチ等が導入された。また、最

近実施されたコアテペケ湖小流域の土壌保全対策モデル事業圃では、植生による障害物を備え

たヒルサイド・ディッチ、砂防ダム、ベンチテラス、農地保全農法（等高線栽培、草地帯状栽

培、間作、マルチ）、べテべリーグラスの導入、植林、承水路等の対策が実施されている。

　現在、CENTAとFAOではカバネス、ウスルタン、及びモラサン県の34の小流域において、

持続的農業開発のコンポーネントの１つとして土壌保全プロジェクトを進めている。この事業

の主な課題は、農民と普及員に土壌保全技術の必要性と重要性を認識させ、土壌保全の実践を

促すことであり、また土壌保全工の経済的評価を行うために信頼できるデータを収集すること

である。

　土壌流亡を引き起こす森林伐採や樹園地から普通畑への転換は、農村の貧困と過密を背景に

極限的な土地利用がなされていることに原因がある。また、依然として借地による営農も多

く、土壌保全に対する意識が涵養され難いことも土壌保全技術の普及を妨げている原因の１つ

と考えられる。植林により森林再生を行う以前の問題として、高収益性作物への転換や灌漑施

設整備などを通じて集約的農業の定着を図り、その上で土地利用の再編を図ることも必要と考

えられる。

(7) 灌漑

　エル・サルヴァドル国の年間降雨量は1,700～2,300㎜と比較的多いが、降雨は雨期の５月

から10月に90％以上が集中している。このため、一部の灌漑施設が整備された農地を除けば、

乾期において、永年作物（果樹、サトウキビ）以外の作付けはごく少ない。気温は年間を通じ

てほぼ一定であるので、灌漑による周年栽培が可能となれば、その経済効果は非常に大きいも

のと考えられる。野菜及びその他農産物の多くをグァテマラ等の近隣諸国から輸入しており、

外貨流出（年間約12億USドルの入超。現在は内戦時の海外流出者からの本国送金が年間10億

USドルあり）に歯止めをかける意味においても、灌漑による乾期の農産物自給体制の整備が

重要な課題である。

　主な灌漑方法は、小河川から素掘り水路などにより用水を導入し、畝間灌漑を行う簡易なも

のが大部分である、灌漑施設の設置は農家個々の自己投資により行われ、水利組織は一部の区

域を除き未整備である。農薬及び家庭排水による農業用水の汚染が問題となってきている。
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　乾期には余剰労働力を抱えているにもかかわらず、灌漑施設の充実と灌漑面積の拡大に対す

る意欲は高くない。これは、灌漑施設整備はすべて農民負担により行う必要があること、貸付

制度が不十分なこと、灌漑のための投資を回収するだけの栽培技術及び経営ノウハウが蓄積さ

れていないことなどが理由として考えられる。

３－２　モデルサイト候補地区小規模農家の営農の現状

　1998年７月１日より約９日間を費やして７か所のモデルサイト候補地（レンパ・アカフアパ、サ

ン・ヴィセンテ、パンチマルコ、コフテペケ・サン・ペドロ・ノノアルコ、サポティタン、サン・

ホァン・オピコ）を視察し、技術員、普及員及び拠点農家から営農上の問題点を中心に聞き取り

を行った。また、調査員派遣前に拠点農家に対する営農質問票を各普及所に送付し、担当普及員

が回収したものを帰国前に受け取った。現場における実際の調査と回収した調査票の結果を用い

て、小規模農家の営農の現状と問題点について報告する。

(1) 拠点小規模農家の概要

　７か所のモデルサイト候補地の小規模農家からの聞き取り、質問票の結果、更には農家圃場

を視察して得た、小規模農家の印象は次のようなものである。

１）家族構成

　聞き取り調査では農家の戸主の10％程度が女性とのことであったが、質問票に回答して

もらった59名の生産者隣組（CVP）農家戸主のうち、２名のみが女性であった。CENTAが

行った他の調査では、農家戸主の40％程度が女性であるとの結果もあり、技術開発と普及

に女性の意見を反映するためには、その参加を更に促す必要があると思われる。

　農家戸主の年齢は、53歳を中心にしてほぼ正規分布を描いている。若年の者は比較的多

くなく、中核年齢は35～ 55歳程度である。

　１戸当たりの家族人数は幅広く分布しており、１家族当たり３～13名である。聞き取り

調査では、比較的高齢者に大家族が多いようであった。また、１戸当たりの農業従事者は１

～３名が多い。

２）土地所有

　質問票では１戸当たりの農地面積は１～４Mzが多く、聞き取り調査でも多くの農家が、２

～５Mz農地を有していると答えている。

　借地も多く行われており、40％程度の農家が借地を営農に組み入れている。借地面積は１

Mz程度が多く、パンチマルコの例では高地の野菜生産は0.2Mz程度の小規模であるが、ほと

んどが借地で行われているとのことであった。地域的特徴もあるのか、コフテペケではほと

んど借地は行われておらず、サポティタンでは借地が多く行われ、また面積も他の地域に比
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較して広い。

３）土地利用

　１戸当たり耕作面積は１～５Mzと幅があるが、１～３Mzの耕作面積を有する農家が最も

多い。調査票によれば。ほとんどの農家が0.5～３Mzのトウモロコシを栽培しているが、最

も多い作付面積帯は0.5～１Mzである。30％ほどの農家がソルガムを栽培しているが、ご

くわずかの白ソルガム以外はすべて飼料用である。主食の１つであるフリホール豆もほぼ60

％の農家が栽培しているが、その栽培面積は大部分が１Mz以下となっている。CENTA技

術者の説明では、フリホール豆の栽培には600ｍ以上の標高がある地域が適しているとのこ

とであるが、調査票からもパンチマルコ及びコフテペケなどの比較的高地で栽培されている

ことが観察される。標高30ｍ程度の低地であるレンパ・アカフアパでは、フリホール豆は

ほとんど栽培されていない。

　稲はサポティタン地域で多く栽培されており、雨期の期間中、半堪水状態で栽培されるの

が普通であるが、特に灌漑は行われていない。その他の地域では0.5Mz程度の面積で陸稲栽

培も行われている。レンパ・アカフアパ地区も「灌漑区」であるが、稲はほとんど栽培され

ておらず、野菜生産に特化するのがCENTAの方針だとのことである。

　果樹は半数の農家が栽培しており、その面積は0.25Mz程度である。オレンジの栽培が多

く見られ、マンゴー、アボカド、カシューナッツなども栽培されている。

　野菜は60％程度の農家が栽培しており、栽培面積は0.5Mz以下が多い。現地調査で観察さ

れた野菜は、ピーマン、キュウリ、トマト、サヤインゲン、ロロコ、グイスキル、ピピアン、

カボチャの類、ヒョウタンの類などである。トマトはモスカブランカ（オンシツコナジラ

ミ）の継続的発生によって、栽培面積が最盛期の10％程度にまで落ち込んでおり、現地調

査時も観察する機会は少なかった。

　小規模農家の土地利用方法の特徴として、多種類の作物を同一時期に小面積ずつ栽培する

こと、また間作の実践があげられる。実際に視察した農家圃場では、６～７種類の作物を同

時に栽培しており、ウリ類、ヒョウタンの類、薬木、トウモロコシ、バナナ、マメ類などが

栽培されていた。0.5Mz程度の小面積に、多種類の生長期間の異なる作物を栽培することに

よって、継続的に現金収入を得るための営農方法と思われる。このような営農方法において

は、何にも増して農家の勤勉さが求められると思われる。

　灌漑は35％程度の農家が行っている。灌漑区であるレンパ・アカフアパは全農家が灌漑

を行っているが、パンチマルコ、サン・サルヴァドルなどでも灌漑を行っている農家は多

い。現地調査においても、20Mz程度の小規模灌漑施設を持つ地域を視察する機会が何回か

あった。また、近日中に小規模灌漑施設を建造する予定を２か所の農民グループから聞くこ

とができた。これらの灌漑施設は、素掘りやレンガ積みなどの至極簡易なものであるが、豊
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富な水資源の裏付けがあり、適切な営農技術を農民が習得するならば、発展の可能性は大き

いと思われる。

　農家圃場や山の頂上にまで至る作付け状況を見ると、小規模農家が極限地を超えて土地を

利用しているのが理解できる。

４）農家経済

　調査票によれば、農家の年収は千～５万コロンと大変大きな幅がある。しかし、ほぼ80

％の農家が２万コロン以下の年収を得ていると回答している。同様に、農業年収に関しては

回答者の内80％が１万5,000コロン以下と答えている。また、何らかの形で農外収入を得て

いる農家は50％に達する。その額は１万コロンを超えない程度である。現地調査において

農家から生活費について聞き取りをした折、家族の人数の多少によって違いはあるが、ほぼ

１か月当たり1,500～2,500コロンが必要との話であった。収入のほとんどすべては生活費

に使われて、余剰はないのが農家の経済事情である。これらのことから、一般的小規模農家

の年収は２万～３万コロン程度かと思われる。

　農家が営農を継続する上で問題と考えているのは、病虫害、天候不順、（小乾期）、農業知

識・技術の不足、土壌肥沃度の低下、組織化の遅れ、耕地の不足などである。現地調査では

これらに加えて、営農資金調達の困難や市場及び流通の遅れなどが農家の直面する問題点と

してあげられた。

　農業簿記をつけてる農家は20％ほどであり、75％の農家は簿記をつけていない。簿記を

つけていることは、自身の経営内容を判断するために欠かせない技術である。農業経営の近

代化を進める第１段階として、簿記の普及をすることが重要と思われる。

５）農業労働

　農業労働をすべて家族に依存している農家は30％程度であり、何らかの雇用労働を利用

する農家が70％である。また、40％ほどの農家は農業労働の大部分を雇用労働者に依存す

る。家族労働では、主に戸主が中心になって農作業を行うが、忙しい時には２名程度の家族

が助力する。また農繁期には労働者を雇用することが多く、労働者には午前６時から正午12

時位までの労働時間で25～30コロンを支払っている。これらの労働者は近所の知り合い・

友人が多く、彼ら自身の農家であり、相互依存的に雇用労働力を提供し合っている。

　作業の時期及び方法などを決定するのは戸主である。また調査票の結果では、労働量の最

も多いのも戸主であるが、10％の戸主は配偶者の労働量が最も多いと回答している。前述の

とおり、回答者のほとんどが男性であることを考慮する必要がある。

　困難な農作業として除草、圃場準備、収穫、病虫害防除、播種・育苗などがあげられてい

る。野菜の生育期に入ると除草は人手による以外になく、農家にとって肉体的及び経済的な

負荷となる。聞き取りでは、キュウリの栽培期間中に少なくとも６回の手除草を行う必要が
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あるとのことであった。圃場準備は傾斜地であれば野焼き、山刀での切り払い、除草剤の散

布などを行った後、残った雑草を山刀やクワで除草するのが一般的であるが、肉体的困難さ

とともに天候の影響を強く受ける。傾斜度の低い土地で野菜を栽培するための準備をするに

は、牛耕が一般的に行われている。

６）作物栽培技術

①小規模農家の栽培に関する意識及び栽培上の問題点

　調査票によれば、小規模農家の行っている作付け方式は、基礎穀類と野菜の輪作、基礎

穀類の連作、基礎穀類と豆類の輪作、基礎穀類と野菜の間作などである。基礎穀類のみを

連作している農家も依然多いが、基礎穀類をベースに野菜及び豆類を組み合わせた作付け

方式を採用している農家の方が、より一般的と思われる。

　栽培経験のある野菜はトマト、ピーマン、ピピアンの順で多く、栽培したい野菜はトマ

ト、ピーマン、ピピアン、ロロコの順となっている。これは市場性が高く、収益性の高い

作物と同じと思われる。

　作物の低収量の原因については、雨期中に生じる小乾期の影響、病害虫の被害、土壌肥

沃度の低下などをあげている。小乾期のみならず、エルニーニョを原因とする気象変動の

影響によって1998年の雨期が１か月遅れで始まるなど、農業に大きな影響を与えている。

モスカブランカが媒介するウイルス病など、まだ防除方法が確立していない病害虫被害の

ため作物収量が低下し、また作物の栽培自体も困難になってきている。傾斜地での栽培と

短期間の降雨量とが重なって、農地では常に土壌流亡が進行している。さらに最近では、

酸性根肥料の多用と新鮮鶏糞の多用などによって、土の酸性度が高くなりつつあると考え

られてもいる。

　農家が営農を継続していくために重要と考えている技術は、輪作、不耕起栽培、総合虫

害防除、混作、間作、有機栽培などである。輪作は土壌肥沃度を高め、連作障害を防ぐた

めに有効である。不耕起栽培は傾斜地ではほとんどの農家が実践している技術であり、土

壌流亡に対して効果があると思われる。総合虫害防除は薬剤のみに依存してきた方法を、

栽培やその他の方法を組みあわせて、より環境負荷が少なくかつ生産費の高騰を抑える方

法に変えていく試みである。

　CENTAによれば、改善が必要とされる農家の主要栽培技術は自家種子の使用、施肥技

術及び病虫害防除技術などである。農家が自家採種した種子を使って栽培するために、基

礎穀類及び野菜の収量が向上しない状態が続いている。CENTAは農家を啓蒙するために、

日本の食糧増産援助資金の支援を得て、トウモロコシ及びフリホールの保証種子を自家採

種種子と交換するプログラムを1997年度から実施している。また、農家には作物の適切

な生育に必要な肥料量、また圃場の土壌養分に関する知識が不足している。さらに肥料中



－110－

の有効成分についても理解していないため、適切な時期に適正量の施肥を行うことができ

ない。これによって作物が正常に生育せず、低収量の原因となっている。さらに、農家に

総合的病虫害防除の考え方・知識が普及しておらず、病虫害防除をすべて薬剤防除に頼っ

ている。また、同じ殺虫剤を継続的に使用することが多いため、害虫に抵抗性が生じて、

より高濃度かつ多量に使わざるを得なくなってきている。これらは環境負荷を高め、生産

費も増大させる結果になっている。

②小規模農家の栽培事情

　以下は、現地調査時に農家からの直接聞き取りと圃場視察を通じて得た、農家栽培技術

の概要である。

(a) 圃場準備

　前述したように、比較的平坦地では耕起及び砕土などに畜力やトラクターを使用す

る。これらを使えない傾斜地では、最初に山刀で雑草を切り払った後、除草剤を散布す

る。残った小木や雑草は、さらに山刀やクワなどで処理する。傾斜地においては、作付

け作物の種類にかかわらず不耕起栽培が主流と思われる。現地調査時の農家圃場視察で

は、小規模の平坦地においても不耕起によってキュウリとサヤインゲンを栽培している

例が見られた。

(b) 播種及び育苗

　傾斜地におけるトウモロコシの播種は、チュソと呼ばれる掘棒でランダムに地面に穴

をあけて行われる。播種量は１穴に２粒程度である。キュウリの場合も同様に直播され

るが、播種量は１穴について３粒程度である。ハラペーニョについては育苗を行うとの

ことであったが、トマトを含めほとんどの野菜は直播されるようである。平坦地での基

礎穀類については、トラクターによる播種が行われている。

　モスカブランカのトマトやピーマンに対する被害を抑えるためには、育苗技術の普及

が重要と思われる。この害虫によって媒介されると言われているウイルス病は、作物体

がある程度大きくなれば、感染しても被害の程度は少なくなるとされている。育苗期間

を長くして苗の管理を集中的に行い、害虫との接触を極力避けるように努めれば、被害

をある程度抑制できる可能性は大きいと思われる。

(c) 雑草管理

　トウモロコシの雑草管理では、播種前に除草剤（グラモキソン）を散布し、さらに発

芽40日後程度に同じ除草剤を散布する。その後、残った雑草は山刀で切り払う。除草

剤の散布は、20リットル程度の容量の手動スプレイヤーを使って行われる。野菜の場合

は、除草剤の散布は最初１度行われるだけであり、発芽後の除草は人手によって通算６

回程度行われる。調査票においても、雑草管理が最も困難な作業としてあげられてい
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る。

(d) 施肥

　トウモロコシの施肥量は、16－20－０の複合肥料１袋（18㎏）と硫安３袋（280㎏）

を基肥として与える。施肥方法は、発芽後小さじ１杯程度の量を苗から10㎝程度離れ

た場所に置くのみで、土と混合することはしない。キュウリの施肥方法は、小さじ１杯

程度の尿素あるいは15－ 15－ 15の複合肥料を、約15日間隔で作物から10～ 15㎝程

度離れた場所に置く。除草と同じ時期に施肥を行うので、軽く土と混合する作業を行

う。平坦地でトラクターを使用する場合は、播種時に施肥も行われる。

　傾斜地では基本的に不耕起栽培が行われているためか、施肥方法も肥料を土と混合し

ない方法が一般的と思われる。しかし、雨期には降雨強度が強く雨量も多いことを考え

れば、施肥方法にも何らかの改善が加えられる必要があると思われる。

(e) 病虫害防除

　トウモロコシの主な害虫として、アワヨトウ及びブイブイの幼虫が大きな被害を与え

ている。野菜の重要害虫はモスカズランカであり、トマト、ピーマン、ジャガイモ、ス

イカ、メロン、ズッキーニなどの幅広い作物に甚大な被害を与えている。モスカズラン

カはウイルス病を媒介するとされており、生育初期に感染すると作物の生長が止まり収

穫が期待できなくなる。サポティタン地区では最近、この被害によってトマト、ジャガ

イモ、ピーマンがほとんど栽培されなくなっており、またその他の地域においても、ト

マトの栽培面積が最盛期の10％程度に減少しているところも多い。キャベツの主要害虫

はコナガであり、商品価値がなくなるほどの被害を与える規模で大発生することがあ

る。害虫防除に関する大きな問題点としては前述のとおり、殺虫剤のみによる防除を続

けた結果、害虫が抵抗性を持ち始め、より高濃度・多量の薬剤を使用するようになった

ことである。これにより生産費の増加のみならず、環境にも悪影響を与える可能性が大

きくなっている。

　野菜の主な病気はトマトのウイルス病、ピーマンのウイルス病及びアオガレ病、ウリ

類のウドンコ病、ジャガイモのエキ病などである。これらの防除にも薬剤散布で対応し

ているが、的確な散布時期を決定するための知識が農家には不足しているため、薬剤の

効果的使用が十分に行われていない。野菜の連作に起因する土壌線虫の被害も多いと見

られており、過去にサポティタン地区では野菜の収量が低下したため検土したところ、

高密度の土壌線虫の存在を確認した。土壌線虫防除に関してはまだ具体的な方法は適用

されていない。

(f) 水管理

　エル・サルヴァドル国耕作面積の16％が灌漑されてるとのデータがあるが、現地調査
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においても小規模ながら多くの場所で灌漑が行われているのを見た。河川からの取水に

限らず多くの湧水があるため、個人的に土水路を整備し、灌漑を行っている例もあっ

た。しかしながら、灌漑農家の灌漑に関する知識は低く、作物ごとの灌水量や間断日数

についての知識は全くないようであった。技術員及び普及員に関しても状況は同じに等

しく、ある程度の知識を持っている技術者はいるが、実戦的技術は不足しているとのこ

とであった。聞き取り調査では農家の灌漑に対する関心は高く、安定した野菜栽培を継

続的に行って収益を増加させるためには、灌漑は重要な技術であるとの共通認識がある

ようである。現在ある灌漑施設を有効に使用し、安定した作物生産を行うためには、栽

培のための灌漑技術の普及が不可欠と思われる。

(g) 収穫

　トウモロコシの収穫にかかわる作業として、茎の折り曲げがある。この地域では通常

圃場内でトウモロコシを乾燥させるために、成熟時に根元から１ｍ程度の高さの部位で

茎を折り曲げ放置する。十分乾燥した後、収穫する。キュウリの収穫は２～３日ごとに

行うので、多くの人手を必要とする。収穫期間は２～４週間程度であるが、調査票でも

収穫作業の困難度は高くなっている。農家からの聞き取りによれば、トウモロコシの単

位収量は約2.7トンであった。また、米の単位収量は5.4トンであった。

　CENTAより入手した資料によれば、1997年度ヘクタール当たりの各基礎穀類の平均

収量は、トウモロコシは2.43トン、フリホールは1.27トン、米は7.48トン、ソルガム

は2.24トンであった。1995年版FAO農業生産年報によれば、各作物の世界平均収量は

トウモロコシが3.8トン、フリホールが0.66トン、米が4.1トン、ソルガムが1.24ト

ンであった。資料によれば、1996年からフリホール、米、ソルガムの単位当たり収量が

飛躍的に伸びている。特に米の収量は２倍以上になっており、灌漑を意図的に行わない

直播栽培方法下での収量としても非常に高い。収量測定方法に何らかの問題がある可能

性も考えられる。

７）農民組織

　農民組織の必要性については、90％の農家がその必要性を認めている。またどのようなこ

とが組織の目的であれば有益かとの問いには、資材購入、生産物販売、技術支援受入れ、融

資獲得の順で回答があった。エル・サルヴァドルでは内戦中、農民の組織化を政府が歓迎し

なかったこともあり、農民の組織化は遅れている。農民組織として活動を行っているのは、

牧畜、養鶏、果樹、サトウキビ、コーヒー、綿などの生産者組織と、サパティタン、レンパ・

アカフアパなど全国に計４か所ある灌漑区の受益者組合、農地改革で元戦闘員たちにも分割

された農場を基盤に作られたコーペラティバのみである。これらのコーペラティバの組合員

数は30～50戸程度である。レンパ・アカフアハ灌漑区には220戸の会員をもつ受益者組合
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があり、全入植者1,000戸を会員にすることが目標とのことであった。この組合では共同資

材購入を行っており、将来は共同集・出荷を行う計画もある。

　各地で農家に農民組織参加に対する意向を聞いたが、すべての人が自身の利益になるので

あれば参加したいと答えた。現時点では、ほとんどの農家が個別に農業経営活動を行ってお

り、交渉相手に対しては大変弱い立場から抜け出せないでいる。小規模農家の育成には、そ

の組織化の育成と強化が必要と思われる。

８）信用供与

　農家の80％が営農資金を借りたことがあり、その借り先の大部分が民間金融業者であっ

た。他の国で見られるような仲買人からの借金はない。融資を受けたい時に問題となるの

は、利子が高い、担保を必要とする、融資期間が短いなどであった。

　実際の聞き取り調査においても、農家の当面する大きな問題として市場と並んで融資が多

くあげられた。一般銀行の利子は22％であり、民間金融業者の金利は30％程度である。し

かしながら、銀行の融資に係る審査は大変厳しく、十分な担保がないため実際に融資を受け

ることのできる農家数は大変少ない。また利子率が突然変更になることもあり、農家から信

用されていないようである。民間金融業者の審査は銀行ほど厳しくはないが、銀行より利子

が高い。融資期間は短く、毎作期の収穫後に返却するようである。政府も農民に対する融資

の確保に努力しており、農業勧業銀行を通じて基礎穀類生産に対し12.75％の低利で融資を

行い始めた。

９）資材購入と生産物販売

　営農資材購入に関しては比較的問題はなく、農業資材販売店が多くあり品数も揃っている

ようである。しかし、農薬は値段が高く農家の負担となっている。

　生産物の一部あるいは大部分を販売する農家は90％程度いる。多くの農家が仲買人に生

産物を売っており、小売業者に直接売ることもある。販売上の問題点としては、値段が安

い、仲買人に買い叩かれる、値段の変動が大きいなどがあげられている。聞き取り調査で

は、仲買人は農家圃場まで来てすべての野菜を購入することもあり、また地方都市の小売市

場で農家から購入することもある。これらの野菜は、サン・サルヴァドルの卸売市場へ送ら

れる。農産物はほとんどの場合、買手市場となっているため、農家は仲買人の言い値で売ら

れざる得ないことが多い。農家の中には、定期便のトラックやバスによって野菜を運搬し

て、自身でサン・サルヴァドルの中央市場や地方市場で野菜を売る者もいる。これらの市場

は新規参入者に対していやがらせなどを行って追い出そうとするが、小売市場に関しては組

織的な追い出しはないとのことである。

　農牧省や地方行政責任者も農産物の市場確保について対策を打ちつつある。サン・ヴィセ

ンテの郡長は1998年から２週間に１回ほど、農家が直接消費者に農産物を販売できる市場
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を開いている。農牧省は今年、サン・マルチンの近隣に野菜・花卉生産者を対象にした農業

市場の開設する予定である。

　近隣諸国から大量に野菜を輸入している状況を考えれば、エル・サルヴァドル国内の農家

にとって野菜のマーケットは存在する。農家が価格について、個別に仲買人と交渉しなけれ

ばならないところに問題があると思われる。農業市場と流通の整備が進み、農民組織が育成

されてくれば、現在の状況は改善されると思われる。

10）畜力・機械の所有と利用

　農家の60％近くが牛を飼育していないが、40％の農家は１～６頭程度を飼育している。鶏

は残りの農家が10～20羽程度を飼っており、残りの農家は飼っていない。約半数の農家が

これらの家畜を自家消費のためだけに飼っており、25％の農家が一部を販売に回す。農作業

に畜力を使用しているのは70％程度の農家である。約半数の農家が家畜排泄物を乾燥させ

るか堆肥にして圃場に施しているが、30％の農家は家畜を放牧しているため排泄物を利用し

ていない。農家の70％がスプレイヤーを保有しており、傾斜地での作付けや野菜栽培には

スプレイヤーが必需品と思われる。調査票に回答した農家の中で自動車を保有している農家

が15％程度おり、自動車が小規模農家にも普及してきていることを示唆している。

11）普及と技術習得

　普及員の巡回頻度が適正と答えた農家は75％であり、残り25％の農家は少なすぎると回

答した。また指導時間についても75％が適正と答え、20％が少なすぎるとしている。普及

員の指導方法については、ほぼ全員が理解できるとした。栽培知識及び技術の習得先とし

て、普及員、父、自身の経験などがあげられている。普及員に期待する技術指導内容は、病

虫害防除、播種・育苗、有機栽培、施肥法、雑草管理などであった。この調査は各普及所の

担当普及員が実施したので、農家にとっては本人を前にしてこの類の設問には答え難いこと

も予想される。さらに、頻繁に交流のある農家に調査票の回答を依頼したこともあり得る。

そのような状況にもかかわらず、20～ 25％の農家が巡回頻度と指導時間について少なすぎ

ると回答したのは、注目に値すると思われる。現地での聞き取りにおいても、農家から１か

月に２回の巡回指導では少なすぎるし、栽培上の問題が起こっても迅速に相談できないとの

話しが多くあった。CENTAの構造調整によって普及員の数が減少し、各普及員の担当地区

が拡大しつつある中で、多様化する農家の要請に的確に対応できるような普及方法とシステ

ムの構築が必要と思われる。

　農家の80％がGyTTの内容についてよく知らないと答え、名前を聞いたこともないと回

答した農家は50％いた。これはCENTA事業の広報が農家まで届いていないことを示して

おり、また拠点農家、普及員及び技術員が参画して行う技術開発と普及活動が円滑に進展し

ていない証左とも考えられる。広報活動を強化するとともに、さらに多くの拠点農家を
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GyTT活動参画させる必要があると思われる。

　CENTAが農業研修を開催する場合、ほぼ全員が参加を希望しており、期待する研修分野

として、野菜栽培、果樹栽培、基礎穀類栽培、畜産、土壌保全などをあげている。また具体

的な研修内容としては、病虫害防除、播種・育苗、施肥法、有機栽培、圃場準備、水管理、

土壌浸食防止などをあげている。期待する研修分野及び研修内容には、将来の小規模農家の

営農の方向性が明確に示されているように思われる。小規模農家の収入を向上させるには、

野菜栽培導入を中心とした作物多様化が必要とされている。安定し、かつ持続的な営農を実

現させるには果樹栽培、家畜飼育及び土壌保全技術が必要とされている。営農の基幹作物は

基礎穀類であり、安定した生産を維持するために栽培技術の向上もまた常に必要とされてい

る。特定の作目に特化しない、バランスの取れた複合経営が志向されている。野菜栽培を行

うには、育苗及び環境に配慮した病虫害防除技術の習得が不可欠であり、また安定した生産

を可能にするには施肥法、圃場準備、灌漑法等の習得が重要と考えられている。
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４．４．４．４．４．普及普及普及普及普及///// 研究分野の現状と問題点研究分野の現状と問題点研究分野の現状と問題点研究分野の現状と問題点研究分野の現状と問題点

４－１　研究・普及システムの現状と問題点

(1) CENTA

１）概要

　国立農牧林業技術センター（Centro Nacional de Tecnologia Agropecuaria y Forestal:

CENTA）は、エル・サルヴァドル国における農牧林業に関する試験研究と普及とを統合し

一体化した組織である。現在のCENTAは、1993年の世界銀行勧告により、1994年に大幅

な人員削減と機構改革が行われ誕生した。

　CENTAは、農牧省（Ministerio de Agricultura y Ganaderia: MAG）所管であるが独

立機関になっている。CENTA所長（Director Ejecutivo）は公募によって選ばれ、技術部

長（Director Tecnico）、総務部長とともに、世界銀行からの融資による契約職員である。現

在の所長は、1998年６月から現職についている。

　CENTAの勤務時間は、午前８時から午後４時までであり、土曜日と日曜日は休みになっ

ている。

２）研究・普及システム

①GyTT

　特徴的な活動の仕組みとしては、全国を農業生態学的に区分し、それぞれにあった農業

振興を図ることを目的とした、技術員（研究員、investigador）と普及員（extensionista）

との広域的連携をめざす「技術開発と普及の統合システム（Generacion y Transferencia

de Tecnologia: GyTT）」がある。

②EDO

　また、普及員による生産者隣組（Circulos Vecinales de Productores: CVP）への定期

巡回訪問を中心とした生産目標管理普及プログラム（Extension Dirigida a Objetivos:

EDO）がある。

③ SIGA

　さらに、生産目標管理のため、CVP連絡係農家の農作物生産状況の前年度実績、本年

度目標、本年度実績について普及員が入力カードを作成、技術開発センター（Centro de

Desarrollo Tecnologico: CDT）の担当者がコンピュータに入力し、CDTとCENTA本部

とはオンライン通信ができるという農業管理情報システム（Sistema de Informacion

Gerencial Agricultura: SIGA）が稼働している。

３）組織再編

　1998年度に、CENTA組織の一部が再編された。現在は、CENTA本部、４か所の技術開
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発センター、60か所の普及所（Agencia de Extension Agropecuaria y Forestal）で構成

されている。GyTTシステムは、1CDTごとに 3GyTTグループに整理され、全国４か所の

CDTの合計では 12GyTTグループになった。1GyTTグループは４～６普及所で構成され、

1CDTが担当する普及所数は14～ 17か所である。

　これに伴い、それまで普及所長が兼務していたGyTTコーディネータ（Coordinador）は、

独立の職種となった。また、技術部長の下にあったGyTT調整官（研究、普及、ジェンダー

の３名）は廃止され、技術部長補佐（研究、普及の２名）が新設された。

４）国家研究プロジェクト

　CENTAには、①基礎穀物、②野菜・果樹、③畜産、④食品加工業、⑤天然資源、⑥遺伝

資源の国家研究プロジェクトがある。

　技術部長の下に、プロジェクトマネージャーという責任者を置いている。それぞれのプロ

ジェクトマネージャーは、そのプロジェクトに関連する専門項目の技術員（研究員）を通じ

て、CDT圃場レベルの研究圃場、生産者圃場レベルの実証圃、展示圃の実施内容を企画調

整している。

５）指揮命令系統

　サン・アンドレスCDT所長によると、CENTAにおける指揮命令系統として、実際には

管理系統と技術系統が存在するようである。

　管理系統は、CENTA所長→CENTA総務部長→CDT所長→GyTTコーディネータ→普

及所長→普及員の順になる。技術系統では、①CENTA所長→CENTA技術部長→プロジェ

クトマネージャー→技術員（研究員）と、②CENTA所長→CENTA技術部長→CDT所長

→GyTTコーディネータ→普及所長→普及員という２つの流れがある。

６）技術員（研究員）と普及員との関係

　本来、GyTTコーディネータで一元化されなければならない技術員（研究員）と普及員と

の関係は、協力調整関係と説明されているが、依然として遊離している感じがする。GyTT

コーディネータと普及所長は、全員普及員出身者によって占められている。技術員（研究

員）と普及員とは、文化的な背景が違うという意識のもとで、必ずしも一体的な活動はなさ

れていない。

(2) CENTA本部

１）概要

　サン・アンドレスにあるCENTA本部には、CENTA組織の統括的な管理部門、実験室、

研修施設などがある。敷地への出入口は、国立農業学校（Escuela Nacional Agricultura:

ENA）と共通であり、コンクリートの門につけられた鉄格子のフェンスを開閉し、複数の
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警備員が運転手と同乗者を確認して、車両の出入りを許可している。各施設は、建築後20

年が経過している。総じて、建物の外見はそれなりに見えるが、内部は細かい補修がされて

おらず、老朽化している。使われている機器類は、20年前の極めて古いものといった印象

である。

２）本部棟

　本部棟は３階建の高床式構造をしており、地上１階の中央部分が正面玄関、２階と３階は

中央の温室状になった空間部分に階段を配し、空間に面して口の字形に配置された廊下に

沿って執務室や会議室がある。10名規模の会議室には、会話ができないほど大きな音をた

てる旧式のエアコンが設置されている。各執務室や会議室では、省エネのためか既存の電球

式照明は使わず、増設された数本の蛍光灯のみを使っている。

３）実験室棟

　実験室棟は、半地下式構造で、食品栄養、土壌分析、植物寄生、組織培養など５つのラボ

ラトリー（Laboratorio）があり、技術サービス（Servicios Tecnicos）部門が管理している。

廊下の天井からは、あちこちで雨水が漏れている。

①食品栄養ラボラトリー

　食品栄養ラボラトリー担当者は３名で、そのうち２名は大卒である。小麦粉の代替えと

してソルガムの粉を原料にしたパンの製法を開発し、農村の婦人グループによる製造販売

活動を支援している。この食品加工ラボラトリーで行われたソルガムのパン製造研修に

は、３年間で延べ124名の普及員が参加した。食品加工研修全体では、延べ398名の普及

員が研修を受けている。加工研修に必要な機関は、基礎穀物（ソルガム、トウモロコシ、

米、フリホール豆）加工の場合は３日間、果物は製品ごとに１日間が必要とされている。

このラボラトリーで開発され一番普及しているものは、シロップ漬けやペースト、ジャム

などの果実の加工分野であるが、保存用ガラス瓶や蓋は輸入に頼っているため、潤沢には

使えないようである。

②土壌分析ラボラトリー

　土壌分析ラボラトリー担当者は３名で、全員が大卒の化学者である。分析機器は、18年

前から使っているもので、故障しても修理部品がない状態である。技術員（研究員）や普

及員からの依頼土壌分析は無料で、民間企業などからの分析依頼には有料で対応してい

る。なお、土壌分析結果とともに診断書も作成する。ここ５年間の最高土壌サンプル数は

6,000点。平均は、年間5,000点程度である。雨期が始まる前の、２月から３月に分析依

頼が集中する。土壌サンプルごとの分析項目は５～６項目。全国的に土壌の酸性化が進ん

でいる。
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③植物寄生学ラボラトリー

　植物寄生学ラボラトリーには、５名の担当者がおり、そのうち３名が生物学、２名が農

学の大卒者である。この中の１名が、ウイルス学の博士号を持っている。植物病原学、害

虫、線虫、食物品質の診断を行っている。クリーンベンチや一部の顕微鏡などは新しいも

ので10年前、古いもので20年前の機器を使用している。

④組織培養ラボラトリー

　組織培養ラボラトリーは、組織培養と遺伝資源の収集を行っている。現在は、柑橘類の

病害虫フリーの組織培養をしている。

⑤研究室

　プロジェクトマネージャーなどの技術員（研究員）の研究室がある。研究室内には、書

架などはなく、人数分の事務机があるだけであった。

⑥外国援助機関の事務室

　FAOやドイツ技術協力公社（Deutsche Gesellschaft Technische für Zusammenarbeit:

GTZ）といった外国からの援助機関の事務室もある。FAOの担当者は、最初はひどい状

態の部屋をあてがわれ、自分たちで整理したと言っていた。

４）図書・印刷・研修棟

　図書室、印刷室、研修室が一体となった建物は、大きな２階建になっている。屋根からの

雨水の漏れを防ぐことができず、既存の屋根の上に、さらに新しい屋根をつけて漏水を防い

でいる。

①図書室

　図書室は管理者がいるものの、書架に古い書類や古い書籍が並べられ、ほこりが堆積し

ている状態である。蔵書の数や保管状況などから、機能しているものとは思えない。

②印刷室

　印刷室には、古い大きな業務用の印刷機が数台設置されている。大判のカラーオフセッ

ト印刷も可能であったとのことであるが、現在は製版機のランプが切れていて使用できな

い状態である。モノクロ印刷はできるが、用紙などは潤沢でない。

③研修室

　研修室は、一番大きな60名用のセミナー室、その他に12名用のミーティング室が数室

ある。管理者がおり、比較的きれいな状態である。冷房はなく、古い扇風機が数台ある。

椅子は小テーブル付きの小さいものを使っている。研修時には、即、使用可能の状態に

なっている。

５）研修宿泊棟

　同じ敷地内にあるENAの校舎や学生寮をはさんで、少し離れた所に一見普通の住宅に見
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える２階建の研修宿泊棟がある。10名分のベッドがある部屋が４部屋あり、シャワーとト

イレが付いている。天井裏にはコウモリが住み着き、黒い粉状の糞が廊下に落下し異臭を発

している。

　現在も、数名宿泊していたが、実際の研修に使う場合には、内装などの改修が必要と思わ

れる。

６）食堂棟

　食堂棟は平屋で冷房はなく、ハエの進入を防ぐためかガラス窓は閉ざされ、天井から下げ

られた空気循環用の羽根が回転している。昼食時に料理を選びながらの定食が食べられる。

職員や外来者、研修生にも利用できる。

　料理の種類は、五目ご飯のような米、煮付けた牛肉、煮付けた鶏肉、野菜肉いため、ゆで

た野菜、生野菜、野菜肉スープなどがあり、料理メニューも毎日少しずつ変えている。食べ

たいものを選んで大皿に盛ってもらい、料金を支払うシステムになっている。当然、ガラス

ケースの中のバットに入っている料理がなくなったら、営業終了となる。パン、ソフトドリ

ンクも販売している。食事内容も比較的よく、価格も抑えた設定になっている。

７）記念会議室棟

　記念会議室棟は、入り口に鍵付きの鉄格子がある平屋建になっている。エアコンがついて

おり、控えの小部屋もある。大きなテーブルの周りで、30名程度の会議やワークショップ

が行える広さがある。CENTA本部の中では、本部棟とは少し離れているが、一番快適な会

議室と思われる。

８）短期調査への対応

　今回の短期調査におけるCENTA本部内での協議の場は、３階の所長室と技術部長室との

間にある10 名規模の会議室、２階の財政部門にある10 名規模の会議室を使った。ワーク

ショップや外国援助機関との会議では、30名規模の記念会議室を使用した。

　打合せ会議は、技術部長を筆頭に、技術部長補佐、プロジェクト企画部課長とスタッフが

主に対応した。特に、技術部長補佐は、すべての現地調査に同行し調整してくれた。

(3) CDT

１）概要

　CDTは、全国に４か所あり、担当地域、担当分野などが分担されている。また、担当の

GyTTと普及所を管轄している。原則として、技術員（研究員）は、GyTTごとに配属され、

代表的な普及所と一部CDTに勤務している。
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　担当分野の基礎穀物とは、トウモロコシ、フリホール豆、米、ソルガムをさす。

　天然資源とは、水、森林、土壌をさしている。

２）サン・アンドレスCDTの事例

①組織体制

　サン・アンドレスCDTの組織体制は、次のとおりである。

　このCDTには、14か所の普及所があり、GyTTコーディネータ３名、普及所長14名、

普及員74名、技術員（研究員）22名が所属している。

②試験圃場

　CDT敷地内に65マンサーナ：Mz（46ha）、１㎞離れたところに200Mz（140ha）、北部の

テフトラに380Mz（266ha）の森林がある。65Mz、200Mzの試験圃場は、灌漑をすることが

できる。

　65Mzの試験圃場では、天然資源プログラムで、ニンと呼ばれる実が殺虫剤になる樹木

や、土壌流亡対策に使えて根から香料がとれるイネ科植物のベディベル・サカテなどを増

殖している。果樹プログラムでは、米国フロリダ州から導入したマンゴー、ホンデュラス

国から導入した低樹高多収のバナナを栽培している。アボカド、マンゴー、柑橘類、カ

シューナッツなどの苗木も生産している。

　200Mzの試験圃場は採種用で、トウモロコシ、フリホール豆、ソルガム、米の原原種（育

種家種子）を生産している。また、バナナ、パイナップル、キャッサバの子株も増殖して

いる。

　トウモロコシは、雑種交配用の種子親と花粉親の原原種（育種家種子）を生産し、民間

CDT名 担当地域 担当分野 GyTT数 普及所数
イザルコ 西　部 畜産 ３ 14
サン・アンドレス 中西部 基礎穀物 ３ 14
サンタクルス・ポリージョ 中　部 野菜・果樹 ３ 17
モラサン 東　部 天然資源 ３ 15

　CDT所長　　　総務　　　人事、倉庫、運送、テフトラ試験所、育苗場

（GyTT01テフトラ）

　GyTTコーディネータ普及所長（４か所）

（GyTT02サン・ホァン・オピコ）

　GyTTコーディネータ普及所長（５か所）

（GyTT03サン・マルチン）

　GyTTコーディネータ普及所長（５か所）
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種子企業に渡している。

③GyTT

　３年前から始まったGyTTシステムは、まだ、理想的な形になっていない。

　GyTTコーディネータは、GyTTグループの研究部門と普及部門のチーフにならなけれ

ばならない。しかし、GyTTコーディネータは、旧体制の普及地区長がなっており、技術

員（研究員）からは軽視されているように見えた。

　GyTTコーディネータは、GyTTの代表的な普及所に勤務している。GyTTコーディネー

タは、２週間に１度程度、CDT所長と会議をする。

　技術員（研究員）からは、GyTTシステム論理的に限界があるし、技術員（研究員）用

の車両も少なく、機能しにくいといった声もあった。

④技術員（研究員）

　技術員（研究員）は、管理上はCDT所長とGyTTコーディネータの下にある。しかし、

実際はCENTA本部の６つの国家研究プロジェクトマネージャーの下に配置されていると

認識している。プロジェクトマネージャーは、研究圃、実正圃、展示圃設置の研究テーマ

や予算を決定する権限を持っている。

　技術員（研究員）の内訳は、基礎研究が５名（昆虫学、植物改良、野菜、土壌肥料、水

管理）、応用研究が17名となっている。

　技術員（研究員）は、本来、GyTTごとに分かれ、その代表的な普及所に分散して勤務

することになっているが、このサン・アンドレスCDTでは、分散配置はしておらず、全

員がCDTに勤務していた。

⑤研究開発と技術普及のモデル

　研究テーマは、農家が抱えている問題について診断し、技術員（研究員）、普及員、地

元の自治当局などと相談して決めていく方式をとっている。

　研究開発と技術普及の仕組みは、まず、CDT圃場レベルで研究圃を作り、解決策を探

す。良い結果が出たら、生産者圃場レベルでの実証圃場を造る。良ければ、展示圃の数を

増やして作る。さらに良ければ、大規模に普及展開を行う。

　研究テーマの内訳は、生産者の要求（80％）、技術者（研究者）の意向（15％）、政府の

意向（５％）となる。

⑥農業経済診断

　２～３年ごとに、GyTT別の生産者の問題診断分析を行っている。IICA（中央アメリカ

の国際研究機関）方式によるワークショップ（生産者、自治当局、技術員、普及員）を行

い、解決すべき内容を抽出している。さらに要因解析を行い、解決方法があればすぐに対

処する。解決できなければ、予算と相談しながら、研究テーマとするようである。
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⑦車両

　CDT所長には、赤色のランドクルーザー・タイプの４輪駆動車、GyTTコーディネータ

と普及所長には、白色のダブルキャビンのピックアップが配車されている。普及員には、

１人ずつにオフロード・タイプのオートバイ１台が配置されている。

⑧整備工場

　CDT内の整備工場では、２名の整備担当者が、数十台の普及員用オフロード・タイプ・

オートバイの分解整備を行っていた。

３）サンタクルス・ポリージョCDTの事例

①組織体制

　サンタクルス・ポリージョCDTの組織体制は、次のとおりである。

　このCDTには、17か所の普及所があり、GyTTコーディネータ３名、普及所長17名、

技術員（研究員）19名、普及員が所属している。

②技術員（研究員）

　技術員（研究員）は、全員GyTTごとに分かれ、代表的な普及所などに分散して勤務す

ることになっている。しかし、このCDTにおける実際上の地域分担は、GyTTごとでは

なく、CDT管轄区を海岸地域から山麓地域まで標高別に３地帯に分け、海岸部８名、中

間部５名、山麓部６名で分担している。海岸部担当者は、サンタクルス・ポリージョCDT

に勤務している。

　CENTAの規則によると技術員（研究員）の職務は、研究開発が40％、技術移転が60

％となっている。技術移転とは、普及員を研修するための資料作成や講話をさす。

　試験用の圃場は、CDTにもあるが、90％は生産者の圃場を使う。

③国家研究プロジェクト

　CDTで行っている国家研究プロジェクトは、基礎穀物（トウモロコシ、フリホール豆）、

野菜（ピピアン、トマト、ピーマン、キャベツ、タマネギ）、果樹（柑橘類、オレンジ、パ

　CDT所長　　　総務

（GyTT01サンタクルス・ポリージョ）

　GyTTコーディネータ普及所長（５か所）

（GyTT02ウスルアン）

　GyTTコーディネータ普及所長（６か所）

（GyTT03サン・ビセンテ）

　GyTTコーディネータ普及所長（６か所）
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パイア、パイナップル）、家畜飼養（牧草種の導入、乾草の保存、スイスブラウン種、ホ

ルスタイン交雑種、ゼブ交雑種）がある。

④ SIGA

　CDTには、ヒューレット・パッカード社のパーソナルコンピュータが２台ある。OSは、

ウィンドウズ95で、農業管理情報システム（SIGA）の入力専用として使っている。オペ

レーターは、普及員として採用されてCDT勤務になっている。

　３年前から始まったSIGAは、生産者の開発程度の進み具合を見るシステムである。担

当普及員名、地域名、生産者名、作物名、栽培面積、収量、生産費などについて前年度実

績、本年度目標、本年度実績を入力する。普及員が入力カードに担当している生産者隣組

（CVP）の連絡係農家の状況を記入する。入力カードをCDTで集め、パーソナルコン

ピュータに入力する。一種の数値情報データベースである。

　これにより、営農分析や経済分析と呼ばれている簡易な分析ができる。基礎穀類ではフ

リホール豆、野菜ではピピアン、サヤインゲン、ピーマン、キュウリの収益が高いことが

分かる。SIGAの操作はオペレータが行い、分析の印刷結果は誰でも使うことができる。

⑤車両

　CDT所長のランドクルーザー・タイプの４輪駆動車、GyTTコーディネータ、普及所長

のダブルキャビンのピックアップ、普及員のオフロード・タイプのオートバイが配車され

ている。

　サン・ビセンテ普及所に勤務している技術員（研究員）は、４名で１台のダブル・キャ

ビンのピックアップを使っている。サン・サルヴァドルの自宅から勤務先までは、この

ピックアップに乗り合って通勤している。

⑥備品類

　CDTには、基礎分析用に pHメータなども置くことになっていたが、配置されていな

い。コピー機は４台あるが、トナーがなく使えないものもある。ファクシミリ１台、カメ

ラ３台がある。

⑦野菜栽培

　野菜担当の技術員（研究員）によると、野菜の病害では、ウイルス、バクテリア、かび

が、害虫では、コナジラミ（モスカブランカ）、アブラムシ、ダニ、シャクトリムシがあ

り、土壌面では、土壌の酸性化が進んでいる（pH4.5～5.0）。肥料面では、窒素不足、燐

酸不足などが問題になっている。

　エル・サルヴァドル国の70％は丘陵地。土壌浸食を防ぐための土壌保全を行っている。

⑧研修施設

　このCDTには、研修用のセミナー棟、40名規模の研修宿泊棟がある。炊事は、外にあ
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るかまどで行う。

(4) 普及所

１）概要

　普及所は、CENTAの末端組織として、全国４か所のCDTのもとに、合計60か所が設置

されている。CDTにおいて普及所は、農業生態学的に区分されたGyTTグループの１つに

所属している。CDT所長、GyTTコーディネータの下に普及所長が位置づけられている。１

普及所には、５～９名の普及員が配置されている。普及員は、午前８時に出勤し、巡回訪問

指導をし、午後４時には普及所に戻る。

　GyTTの代表的な普及所には、GyTTコーディネータが勤務している。GyTTに分散する

ことが原則になっている技術員（研究員）も、GyTTの代表普及所等に勤務しているが、普

及所に専用の事務机はない。

２）庁舎施設と備品

　普及所には、大きな看板がある独立庁舎の所と、壁にペンキでCENTAのシンボルマーク

と普及所名を書いた倉庫のような小規模事務所の所がある。

　一般的な独立庁舎の普及所には、所長室、20名規模の研修室、資材倉庫とオートバイ収

納用の部屋、男女別便所、120㎝程度の高さのパネルで２名ずつ仕切られた執務室に事務机

が人数分ある。どの普及所にも、必ず女性の秘書が１名いる。電話１台、所長と普及員分の

事務机、秘書の事務机とタイプライタ１台がある。一般の会議にも使う研修室には、小テー

ブル付きの椅子、一部であるがテレビが置かれている所もある。

　小規模の普及所には、所長室と執務室、倉庫のような部屋しかなく、全体的に薄暗い。電

話１台、所長と普及員分の事務机、秘書の事務机とタイプライタ１台はある。

　普及所には、ファクシミリ、コピー機、簡易印刷機、カメラ、OHP、スライドプロジェ

クタ、顕微鏡、pHメータなどの備品は一切配置されていない。

３）車両

　所長用の白いダブルキャビンのピックアップ１台、普及員人数分のオフロード・タイプの

オートバイが配置されている。

４）普及員

　1994年の組織再編の時に、旧CENTAの普及員を対象に、新CENTAの普及員としての

採用試験が行われた。採用試験区分は、学歴と経験によってカテゴリー１とカテゴリー２に

分けられ、カテゴリー２の方が採用後の給与が良い。

　学歴は、農学系大学卒業が多く、次いで国立農業学校の卒業生も多い。普及業務経験年数

は、４～９年が多く、次いで10～ 19年である。年齢は、30歳代が多く、次いで40歳代に
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なっている。

　普及員の人事異動はなく、担当地域も変わることはない。採用された普及所で、辞めるま

で勤めることになっている。

５）普及活動方式

　普及員ごとに、セクターという担当地域を持っている。セクターには、ルートという定期

巡回訪問順路がある。１ルートは１日に巡回する順路で、普及対象であるCVPを３か所程

度含んでいる。１普及員は、８ルート持っており、２週間で一巡する。言い換えると、同じ

CVPには月２回訪問していることになる。１週間の普及員の行動は、１日が打合せや事務

処理、４日間がルート巡回日になっている。

　CVPは、連絡係農家を中心にした10戸程度の普及対象農家グループである。普及員１名

当たりの担当農家数は、８ルート×約 3CVP×約10戸で、約240戸になる。

　定期巡回訪問時の普及指導方法は、CVP連絡係農家などに集まってもらい、①農作業上

の連絡事項を話す、②質問があれば答える、③問題のある農家を訪問する――などである。

普及指導用に見せる資料は作るが、農家に配布する資料は作らない。連絡係農家は読み書き

ができるが、その他の農家では字が読めない人もいる。

　CVPは、普及員が開催する集会などに集まってくる人の中から、作物などが同じ農家で

グループをつくりたい人を選んでつくる。

６）普及計画と実績報告

　普及計画は年度初めに、それぞれの普及員が担当地区のものをつくる。実績報告は２週間

ごとに、様式に沿って自己評価し、所長に提出する。所長は、別様式にまとめて上部組織に

提出する。

　生産目標管理普及プログラム（EDO）では、年度計画によって生産量の達成目標が決まっ

ており、その２週間の到達目標に対する評価をしている。

７）コフテペケ普及所の事例

　サンタクスル・ポリージョCDT管内のGyTT03・サン・ヴィセンテに含まれる普及所。

標高は600～ 800ｍで比較的冷涼地帯。傾斜地が多い。土壌は保水力がある。

①所員体制

　コフテペケ普及所には所長１名、普及員９名、事務員２名がいる。所長と普及員との10

名のうち、農学系大学卒は５名、農学系大学は出たが論文を未提出の者が４名、ソーシャ

ルワーカーの学卒者が１名（女性）である。また、生家が近くの者は80％。農家の出身者

は50％であった。

②普及活動

　ある普及員の例では、担当地区の全農家戸数は1200戸、そのうちCVPとして普及対象
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にしている農家戸数は189戸であった。普及員１名で、２週間に８ルート、CVP15グルー

プを巡回訪問している。

③普及員の声

　GyTTの技術員（研究員）は、流れ星のように時々しかこないし、来てもすぐに行って

しまう。それぞれ専門の問題に、もう少し相談に乗って欲しい。技術員（研究員）を呼ぶ

時には、２～３日前に電話して来てもらう。

８）サポティタン普及所の事例

　サン・アンドレスCDT管内のGyTT02・サン・ファン・オピコに含まれる普及所。担当

地域は、3000ha の灌漑地区がある平坦地域と灌漑がない傾斜地域に分かれている。標高は

450ｍ。

①所員体制

　所長１名、普及員８名（うち女性１名）、秘書１名（女性）、メンテナンス１名がいる。

1998年度、灌漑地域の普及所と傾斜地域の普及所が合併して、普及員が８名になった。灌

漑地域担当は普及員４名、傾斜地域の担当も４名である。

②普及員の声

　GyTTコーディネータは、友人として来てくれるが、仕事については何も聞いてくれな

い。技術員（研究員）は、研究に集中していて、技術移転は行わない。技術員（研究員）

は、毎年、２～３課題の国立研究プロジェクトを担当する。そのプロジェクトの試験地に

選ばれると、よく来てくれる。プロジェクトが終わると来なくなる。プロジェクトの結果

を普及員には知らせてくれない。

(5) 研究・普及システムの問題点

　農家、普及員、技術員（研究員）、普及所長、CDT所長、GyTTコーディネータ約20名を

対象に行ったワークショップで、参加者が問題点を書き、参加者とともに分類整理して、要約

された大項目は、次のようなものである。

①技術員（研究員）・普及員の能力不足

②普及技術が不足

③機材が不足

④普及員の仕事が多い

⑤普及員の雇用が不安定

⑥研究システムが悪い

⑦給与が悪い

⑧研修不足
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⑨働いても評価されない

⑩普及員の訪問回数が少ない

⑪技術員（研究員）と普及員の連携が悪い

⑫上司の連絡が悪い

⑬商品化できない

⑭企業化が遅れている

⑮農業政策が悪い

４－２　研修システムの現状と問題点

(1) 研修施設

１）CENTA本部

　研修室（60名用セミナー室、12名用のミーティング室が数室）、40名規模の研修宿泊棟が

ある。CENTA本部の食堂棟とENAの食堂棟が近くにある。

２）CDT

　サンタ・クルス・ポリージョCDTには、研修用のセミナー棟、40名規模の研修宿泊棟が

ある。

３）研修センター

　サンタ・クルス・ポリージョCDT所長によると、研修センターがある普及所やCDTに

は、研修室、AV機器、宿泊施設がある。整備されている所と整備されていない所がある。

研修センターには、管理人がいる。（◎印は、圃場がある所を指す。）

①整備されている

　グアコテクティ、ヌエバ・コンセプシオン、サン・アンドレス◎

②それほど整備されていない

　サンタ・クルス・ポリージョ◎、モラサン◎、グアジャパコ◎

③リハビリしないと使えない

　ウルスタン◎

４）普及所

　一般的な独立庁舎の普及所には、20名規模程度の研修室がある。しかし、小規模の普及

所にはない。

(2) 技術員（研究員）の研修

１）サンタ・クルス・ポリージョCDTの事例

　技術員（研究員）の研修場所には、国内と国外がある。
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　CDT管内のGyTT03・サン・ヴィセンテの代表普及所に勤務し、コフテペケ普及所を担

当している技術員（研究員）の中にも、日本のつくばで育種を10か月間研修した野菜担当

者と、韓国で１か月間林業経営を研修した天然資源担当者がいた。

２）サン・アンドレスCDTの事例

　サン・アンドレスCDT管内の野菜担当者も、1998 年から２年間メキシコ国で研修中で

あった。

(3) 普及員の研修

１）普及員研修計画

　1998年における普及員研修計画によると、研修コースは38コースあり、研修機関はすべ

て１日である。総受講者数は、639名で、１コース当たりの平均受講者数は17名になってい

る。

　受講者数が多い研修コースは、エルニーニョ現象の影響と対応策（105名）、家庭での基

礎穀物の貯蔵（100名）などがある。少ない人数では、教授法（１名）、小水域管理と水保

全（１名）、地域農業の開発計画（２名）などがある。

２）サンタ・クルス・ポリージョCDTの事例

　サン・ヴィセンテ普及所やコフテペケ普及所で、月１回程度、普及員対象の研修を行って

いる。先日は、サン・ヴィセンテ普及所で、このCDTに所属している全普及員を対象に、

人的資源についての研修を行った。

３）コフテペケ普及所の普及員の声

　CDTでの研修はある。CENTA本部の場合もある。15日～１か月前に通知がくる。研修

期間は、普通は１～５日位。テーマは色々なものがある。

４）サン・ペドロ・ノノアルコ普及所の普及員の声

　国内での研修はあるが、国外での研修経験はない。国外の研修は、技術員（研究員）のみ。

普及方法の研修を受けたい。

５）サポティタン普及所の普及員の声

　２か月ごとに１日程度、色々なテーマについて研修を受けている。技術員（研究員）から

研修を受けたことはない。講師は、民間企業やNGOなど。所長が、研修に行く者を決める。

研修から帰ってきたら、皆で話し合いをする。

(4) 農家

１）サンタ・クルス・ポリージョCDTの事例

　近くの農家に対しては、月２回程度の研修を実施している。
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２）コフテペケ普及所管内の農家の声

　＜基礎穀類、野菜を作っているが果樹を始めたいCVP連絡係農家＞：CENTAの研修は

受けたことがない。研修は受けたいが遠い。内容は実習中心がよい。コフテペケまでなら行

くことができる。

３）サン・ペドロ・ノノアルコ普及所管内の農家の声

　＜柑橘類を中心とした果樹経営農家＞：CENTAの研修は受けたことがない。

４）サポティタン普及所管内の農家の声

　＜灌漑組合の副会長＞：CENTAの研修は行われていても、生産者から見ると研修したい

内容ではない。他の機関でも研修を計画しているものがある。

　＜灌漑農家＞：CENTAの研修には、参加したことがある。
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５．５．５．５．５．協力計画及び協議事項協力計画及び協議事項協力計画及び協議事項協力計画及び協議事項協力計画及び協議事項

５－１　フレームワーク及び基本計画案

(1) エル・サルヴァドル側機関

１）責任機関

　農牧省

２）実施機関

　国立農牧林業技術センター：CENTA

(2) プロジェクトサイト

１）メインサイト

　CENTA本部

２）モデルサイト

　コフテペケ及びサポティタン普及所管内の２～３村、ただし、サポティタンについては管

内の傾斜地域から普及現場を選ぶ。

(3) 協力期間

　1998年度内に開始し、開始から５か年間

(4) 上位目標

　持続的な営農技術体系の習得によって小規模農家の収入が増加・安定する。

(5) プロジェクト目標

　CENTAにおける小規模農業者を対象とした持続的農業に関する技術開発・普及機能が強化

される。

(6) プロジェクトの成果

１）技術員及び普及員の技術開発能力が強化される。

２）技術員及び普及員の普及活動実施能力が強化される。

３）CENTAが技術員、普及員及びキーファーマーに対して行う研修機能が強化される。
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(7) 主な活動内容

１）技術開発

①モデル地域における農家及び営農技術調査と持続的営農技術体系の検討

②既存技術の改善と適正な新技術の導入及び実証・展示

２）普及活動

①モデル地域の営農技術改善のための普及計画作成

②キーファーマーへの技術支援と既存農民組織の強化

③展示圃及び視聴覚教材を活用した普及活動の実施

３）研修活動

①技術者、普及員及びキーファーマーを対象とした研修計画の策定

②研修教材の作成と研修・セミナーの実施

(8) 日本側投入

１）専門家

①長期専門家

　リーダー、業務調整員、栽培及び普及・研修の４名を予定

②短期専門家

　土壌肥料、病理、害虫防除、野菜栽培、果樹栽培、土壌管理、農業経営管理等の派遣が

現時点で必要と考えられる。

２）カウンターパート研修

　年間数名

３）資機材供与

(9) エル・サルヴァドル側投入

１）実施体制

①プロジェクトダイレクター：農牧省次官

②プロジェクトマネージャー：CENTA所長

③プロジェクト副マネージャー：CENTA技術部長

２）カウンターパート

①リーダー：CENTA所長及び技術部長

②業務調整員：CENTA総務部長

③栽培：本部及び各モデル地域GyTT事務所から各１名の計３名

④普及・研修：本部１名及び各モデル地域普及所から各２名の計５名



－133－

⑤短期専門家の専門に対応する技術者

　なお、モデル地域管轄のGyTT及び普及所の技術員及び普及員をパートタイムのカウン

ターパートとする。

３）土地建物及び関連施設

①プロジェクト事務所：CENTA本部

②モデルサイト：該当普及所内の執務スペース

③技術開発研修教材開発に必要な圃場及び付帯施設：サン・アンドレス技術開発センター

（CDT）

④研修施設：CENTA本部及びCDT

５－２　プロジェクト・ターゲットグループ

(1) エル・サルヴァドル国の普及体制

　エル・サルヴァドル国は、小規模農業者に対する技術・普及サービスの強化を図るため、同

国独自の技術開発と普及の統合システム（GyTT）を導入している。本システムは技術員と普

及員の連携を強化するもので、具体的にはCENTA本部にいた技術員を普及の現場（GyTT管

区）に配置し、農家圃場を用いた試験を普及員、農家の協力を得て実施するとともに、普及員

の要望に応え、農家の持つ問題に迅速に対応しようとするものである。

　しかしながら、GyTT システムはその目標にもかかわらず、技術員及び普及員の能力、

CENTAの技術開発、普及・研修方法などの未熟から必ずしも有効に機能しているとは言えな

い状況にある。

　また、CDTはほとんど実質的な機能を持っておらず、同国の普及及び技術開発はCENTA

本部及びGyTTコーディネータ以下の組織で活動されていることが判明した。

(2) ターゲットグループの選定

　エル・サルヴァドル国は、①非常に限られたCENTAの人員数で現場のニーズに対応した技

術開発及び普及を実施していくために、技術員及び普及員をあわせて現場に配置するという

GyTTシステムを導入したこと、②将来的にもこの導入されたGyTTシステムの概念の重要性

は変わらないこと、③GyTTシステムが実効あるシステムになるよう体制の強化を図っていき

たいこと――を調査団に対して説明した。

　これを受け、CENTAが小規模農家を対象とした技術開発及び普及活動を実施していること

を考慮の上、協議した結果、プロジェクトのターゲットグループはCENTAの技術員及び普及

員とし、技術員及び普及員の能力の向上及び技術員と普及員の連携の強化を図ることにより、

最終的にエル・サルヴァドル国の小規模農家全体の収入の向上に繋げていくことが、限られた
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日本側の投入を生かしていくための効果的・効率的な取り組み方であることが相互に理解され

た。

　また、調査団からは、そのために、モデルサイトを設けて、設定されたモデルサイトにおい

て、技術員及び普及員の連携体制を強化するための指揮命令系統の整備についても検討してい

く必要性があることを説明した。

５－３　相手側の運営体制

　農牧省表敬時には、農牧省大臣及び次官よりCENTAのGyTTシステムを中心とした機能の向

上に対する協力の重要性を説明されるとともに、本プロジェクト実施に際して、予算措置はもと

より治安の面についても特段の配慮をする旨説明があった。

　実際に際しては、農牧省次官がその総括責任者となることが了承された。

　また、新任のCENTA所長は若く、CENTA業務全般に非常に熱心に取り組んでいるようすで

あった。短期調査員派遣前に、CENTA技術部長がCENTAの実質的な業務を掌握しており、かつ

農牧省次官との関係が良好であるという事前調査団派遣時の理解もあり、CENTA技術部長がプロ

ジェクトマネージャーとして適任であるとの理解であったが、今回の調査を通じて、CENTA所長

をプロジェクトマネージャー、CENTA技術部長をサブマネージャーとすることとした。

　今後予定されている大統領選挙の動向を見守る必要がある。

５－４　成果及び活動内容

(1) 全体的な活動の進め方

　調査団は、日本側の投入量が限られていることから、効果的・効率的なプロジェクトの進め

方を実現するために、モデルサイトを設けて、そこで集中的に活動を行うことが必要であると

説明した。またエル・サルヴァドル側は、モデルサイトで得られた成果は、随時研修を通じて

モデルサイト以外の技術員及び普及員にも普及されるべきであることを要望し、現在ある研修

施設を用いて研修が実施可能であると説明した。

　さらに、調査団からは、モデルサイトで得られた成果は、研修を通じて普及されると同時

に、協力終了後には、エル・サルヴァドル国側で普及展開されていくものであることを説明

し、了承された。

　また、ミニッツにおいては取りまとめなかったが、５年間の活動の進め方についても協議を

実施し、基本的な進め方として、１年目はCENTA本部にカウンターパート（C/P）を配置し、

基礎的な能力の向上のための技術移転、詳細な活動計画の立案、モデルサイトの現状調査及び

現状調査手法の技術移転を中心に活動することとし、モデルサイトでの本格的な活動は、２年

目以降とすることとした。
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　また、２年目以降の活動においても、カウンターパートが中心になってモデルサイトでの活

動を実施することがエル・サルヴァドル国の今後の発展のために重要であること、専門家の活

動は基本的には本部での活動とし、必要に応じてモデルサイトへ行くものとすることを説明し

た。

(2) 栽培分野の活動内容

　CENTA側との協力基本計画案の活動事項に関する討議を通じて、予想される栽培分野の活

動内容の概略について、双方に共通のイメージが醸成された。詳細な活動事項及び内容につい

ては、プロジェクト活動が開始された後に、緊密な討議を積み重ねて決定されるものと考えら

れるが、現時点において予想される栽培分野の活動内容について記載する。

１）モデルサイトにおける調査を通じた農家の現状と営農上の問題点の把握

　技術員及び普及員からなる調査グループをつくり、調査及び分析・診断手法を習得した

後、モデルサイトにおいて農村実態調査あるいはベースラインサーベイを行い、農家の社

会・経済的状況、農業経営、農業技術等について現状と問題点を把握する。農家の現状を可

能な限り調査結果に反映させるために、調査は参加型方式を用いて実施される。標準的調

査方法及び結果分析・診断方法を採用するために、必要に応じて社会調査あるいは農村実態

調査手法の短期専門家を要請する。短期専門家も参加してカウンターパート以外のCENTA

の技術員及び普及員を対象に、標準的調査及び分析・診断手法について、セミナーを開催す

ることも考えられる。

２）地域に適した営農技術体系の検討と策定

　上記調査から得られた対象農家の社会・経済的条件、営農及び栽培技術の現状を基盤に、

地域の気象、地形、土壌、作物、既存及び新栽培技術、家畜、市場・流通条件などを考慮し

て、持続的かつ収益性が改善される営農技術体系の検討と策定を行う。営農技術体系の検討

を行うために、気象、地形、土壌、作物、既存及び新栽培技術、家畜、市場・流通などにつ

いて詳細なデータ及び情報収集が必要となる。特に既存栽培技術の改良と新栽培技術導入の

ための情報収集は重要となる。既存技術の改良として考えられるのは、育苗技術、灌漑技

術、輪作技術、有機物の利用、適切な病虫害防除及び肥培管理、土壌保全などである。主な

新栽培技術として現時点で考えられるのは、野菜・果樹の新規作物導入である。この活動項

目では、農業経営管理の短期専門家の要請が考えられる。CENTAの技術員及び普及員を対

象に、適切な営農技術体系の検討及び策定手法に関するセミナー開催も考えられる。

３）既存栽培技術の改良及び適正な新技術の導入

　サン・アンドレスCDT内の実験・実習圃場において、策定された営農技術体系を実現す

るために必要な既存栽培技術の改良と新栽培技術を試行する。モデルサイトで栽培可能な、
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市場性あるいは商品性があると思われる新規野菜及び果樹を栽培し、市場に出荷して反響を

調査する。それらの新規作物の栽培技術指針を準備する。既存栽培技術の改良としては、病

害虫の被害を抑えるための育苗方法、灌漑条件下で野菜栽培を行うための適切な水管理技

術、土壌肥沃度を高め連作障害を防ぐための適切な輪作技術、適切な堆肥の作り方、主要野

菜を栽培するための適切な肥培管理方法及び病虫害防除方法、土壌保全のための栽培技術な

どが考えられる。また各項目についての技術指針を準備する。これらの技術指針をテキスト

として、普及員及び農家を対象に各技術あるいは作物ごとの研修コースの開催も可能であ

る。

　この活動項目では、土壌肥料、病理、害虫防除、野菜栽培、果樹栽培、土壌管理などの短

期専門家の要請が考えられる。技術員及び普及員を対象に、各専門分野についてのセミナー

の開催も考えられる。

４）改良された栽培技術及び導入された新技術の実証・展示

　CDT圃場において、改良された技術と新規作物の実証・展示を行う。拠点農家圃場にお

いて、各拠点農家の現状に適合する改良技術や新規作物を組みあわせて実証を行う。農家圃

場で生じるさまざまな営農及び栽培上の問題を計画段階までフィードバックし、CDT圃場

における問題解決と農家圃場での新たな実証活動に連携させる。この活動を継続して、農家

圃場レベルでの栽培技術上の問題解決を図る。

５）モデルサイトで採用された営農技術体系の改善手法の評価

　各活動項目で採用された手法や技術内容を評価し、次期の活動内容の改善に役立てる。継

続的に調査、分析・診断、計画、試行、実証・展示手法を評価し、各技術指針の内容を改善

する。

(3) 普及分野の活動内容

１）目標とする成果

　目標とする成果は「CENTAにおける技術員（研究員）及び普及員の普及活動実施能力が

強化される」である。

①活動目的の明確化と活動方法の習得

　普及活動の目的は、地域や農家の抱える問題を解決するために指導援助を行うことであ

る。それにより、農家の経営技術の向上と生活改善を図り、農業所得を増大させて、公共

の福祉の発展に寄与する。この普及活動を、より効果的に実現するためには、普及活動を

計画的なものにするとともに、技術の普及と人づくりを進め、農家が自分で考え問題解決

に取り組めるように育成しなければならない。
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②普及活動の仕組みの定着化

　問題発見（実態把握）→活動計画（課題設定）→活動実施（課題解決）→活動評価（記

録、調査、分析）という一連の行為が計画的に進められるとともに、フィードバックによ

り循環させ、より普及活動の質を高めていくようにする。

２）具体的な活動事項

①モデルサイトの拠点農家に対する持続的な栽培技術及び営農体系の普及計画立案

(a) 普及計画立案の手順

　普及計画を作成する手順は、次のようになる。①実態の把握、②問題発見と整理、③

普及課題の設定、④普及計画の策定。

(b) 実態の把握

　拠点農家や地域を対象に、日常の観察による方法、既存資料の分析による方法、客観

化されにくい問題については調査による方法などを組みあわせて、栽培技術及び営農体

系の実態を把握する。

(c) 問題発見と整理

　観察によって発見した問題を検討する。次に、既存資料を通して発見した問題を抽出

する。さらに、調査によって得られた問題を発見する。発見された問題は、その要因を

分析し整理する。

(d) 普及課題の設定

　問題発見により提起された多くの解決を要する課題の中から、普及活動としてどの課

題を取り上げるかを総合的に検討する。

　検討の視点は次のようになる。①緊急度、重要度、難易度はどうか、②課題が解決し

た場合、どの程度営農に役立つか。波及効果、③本当にその課題解決を、農家や地域が

要請しているか、④課題解決の可能性はどうか（普及対象、普及主体、社会的資源等）

(e) 普及計画の策定

　普及計画には、中長期的な構想計画としての基本計画と、より具体的な実践計画とし

ての年度計画、さらに、普及活動を具体的に展開する指導実施案としての実施計画があ

る。

　基本計画は、目標設定、対策構想、対策提案などを検討し、まとめる。年度計画は、

基本計画を受け、当該年度に取り組む普及課題について、実践的な普及指導事項を整理

する。さらに、具体的な行動計画としての実施計画をたてる。

②拠点農家への営農技術支援

(a) 普及活動の手順

　具体的な手順は、次のようになる。①より具体的な実態の把握②改善すべき問題点の



－138－

明確化③課題解決が可能なビジョンづくり④農家の意識啓発⑤農家の合意形成⑥営農改

善に向けた普及活動の展開

(b) 普及活動の要点

　普及活動は、農家自らが考え、問題解決に取り組めるように支援する。普及員の意識

は、常に農家側の立場に立ったものでなければならない。普及員と農家との信頼関係を

醸成する。営農改善は、農家と共に考え、農家と共に実践していく。

(c) 意識啓発と合意形成

　営農改善に向けたビジョンに基づき、積極的な意識啓発を行う。また、農家個々の家

族間や地域の農家間での話し合い活動を進め、合意形成を図る。

(d) 効率的な普及活動の展開

　普及課題及び普及対象の重点化を図り、濃密な普及活動を展開する。普及活動におけ

る普及方法及び普及対象の変化などを記録に残す。１普及員が普及活動を完結するので

はなく、内部協議の場を設け、組織としての普及活動になるようにする。

③農家の組織化促進と、既存の農家組織の強化

(a) 組織化の手順

　集団の組織化の手順は、次のようになる。①組織化への動機づけ、②リーダーへの働

きかけ、③目的・目標の明確化、④民主的運営の支援、⑤集団活動参画への誘導。

(b) 組織化活動の要点

　個人ではできないある目的、目標達成のために組織を編成し、目標に向かった活動を

推進する。普及組織は、支援や援助する立場にたち、次の点に留意する。①話し合いを

通じた民主的な運営により問題解決を図る、②目標を明確にし、共同意識を高める、③

孤立化と封鎖制に注意し、他の集団との共通性を考えた連携活動を行う、④共通性と等

質性を基本に、機能的な組織として活動する、⑤リーダーの固定化をなくし、全員が交

互である責任をもつ。

④展示圃を活用した普及活動

(a) 展示圃の活用

　試験研究成果、現地実証、試作圃などを、具体的に見せたり体験させる場として活用

する。新作目・品種、新技術、資材、肥料などの地域適応性や実証、さらには普及展開

に活用される普及効果の高い手段の１つである。

(b) 展示圃設置の要点

　設置に当たっては、次の点に留意する。①目的や特徴が十分に発揮できるよう綿密に

企画する、②効果、経費、労力、関係者の協力体制などから適正な規模とする、③場所

については、地域・自然条件の標準地であり、観察・見学に便利な所を選ぶ、④担当農



－139－

家や周辺農家に協力してもらい設置する、⑤表示板を立て、概要が分かるようにする、

⑥巡回指導や指導会など検討の場として活用する、⑦観察記録を整理し、反省会など検

討の資料に活用する。

⑤視聴覚教材を活用した普及活動

(a) 視聴覚教材の活用

　視聴覚教材は、効果的な補助手段であり、目的にあわせた視聴覚機器を選択して活用

する。

(b) スライドプロジェクタの活用

　スライドは、画像が鮮明であり、大きなスクリーンに映し出してもきれいな画像にな

る。カメラにスライド用フィルムを入れるだけで、簡単に写真がとれる。スクリーンに

投影しなければならないので、部屋を暗くしなければならない。実物に忠実な色を再現

しなければならない分野では、スライドの効果が高い。

(c) OHP（オーバーヘッドプロジェクタ）の活用

　スライドに対しOHPは、比較的明るい部屋で映すことができる。OHPに使うフィル

ムは、TP（トランスペアレンシー）という。TPの作り方には、次のような方法がある。

①透明なフィルムにサインペンのようなもので書き込む、②OHP専用紙を使い、コピー

機で複写する、③OHP専用紙に、プリンタで印刷する。

(d) VTR（ビデオテープレコーダ）の活用

　VTRは、動画を映し出すのには最適な視聴覚機器である。テレビ画面が小さいので

多少迫力に欠け、映像の鮮明さや色彩の正確さには難がある。ビデオテープの作成に

は、次の方法がある。①テレビ放送の利用、②市販教材の活用、③自作教材の活用。

(e) 液晶プロジェクタの活用

　液晶プロジェクタは、パソコンのディスプレイ画面信号や、VTRからの映像信号を、

直接取り込み、投影することができる。音声信号にも対応できる。

(f) パソコンによるプレゼンテーション資料の作成

　パソコンのプレゼンテーション用ソフトウェアを使うと、比較的簡単にプレゼンテー

ション用の資料を作ることができる。できた資料は、プリンターによるカラー印刷や

OHPのTP印刷のほか、ディスプレイ画面撮影装置により写真やスライド・コマを作成

したり、液晶プロジェクタにより直接投影することもできる。

⑥普及活動の評価

(a) 普及評価の手順

　普及評価の手順は、次のようになる。①評価計画の作成、②評価の資料を収集、③収

集した資料の整理、解釈、利用、④評価結果のまとめ、⑤普及計画へのフィードバック。
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(b) 普及評価の要点

　普及活動の評価は、教育的評価を活用して行うが、実際に行う場合には、各種の評価

法を組みあわせて実施することが必要になる。

(c) 普及評価の種類

　評価の種類には、次のものがある。評価の実施者によるものでは、普及活動の主体者

が行う自己評価と、第三者が行う他者評価がある。また、実施時期によっても、普及活

動を始める前に行う事前評価（調査評価）、普及活動期間が長い時に行う中間評価、普

及活動が終了してから、評価計画に基づいて行う事後評価（結果評価）がある。

(d) 評価の方法

　評価の方法としては、次のものがある。①日常の観察による日常的評価と、評価計画

による計画的評価、②個別的評価と集団的評価、③集団と個人の相対的な位置をみる相

対評価と、評価する基準を決め達成度によって評価する絶対評価、④普及活動の途中過

程で指導内容をチェックする形成的評価と、到達目標に対する到達度を評価する到達度

評価、⑤普及課題ごとに評価する課題別評価と、当該年度の普及活動全体を評価する総

合評価。

(e) 評価計画の作成と資料収集

　普及計画における普及課題ごとに、到達目標、測定事項、測定方法を明確にする。

　評価する材料として、普及指導前と普及指導後の比較ができるものが必要になる。た

とえば、普及活動記録や観察記録、普及活動の過程で得られる各種データなど。

(f) 評価の実施

　普及活動成果の評価として、次の視点から評価する。①物的変化について、農業生産

や生活の変化の側面から評価、②農家の行動変化について、農家の知識、技能、態度な

ど人的変化の側面から評価、③集団組織の変化について、集団組織内のコミュニケー

ション構造、感情構造、役割構造などの集団的変化の側面。

　また、普及活動経過の評価として、次の項目についても評価する。(ｱ) 普及課題の選

定、(ｲ) 普及対象の選定、(ｳ) 到達目標の設定内容、(ｴ) 指導内容、(ｵ) 指導方法、(ｶ) 評

価計画の設定内容。

(4) 研修分野の活動内容

１）目標とする成果

　目標とする成果は「CDT及び普及所の技術員（研究員）、普及員及び拠点農家に対する研

修実施体制が強化される」ことである。
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①計画的な研修実施体制の整備

　研修を実施するためには、基本的な方針を定めた研修基本要綱や、研修コースなどを体

系的に整理した研修実施体系を整理し、研修の体系化を図る。

　個別の研修コースにおいても、計画－実行－評価のサイクルに沿って展開しなければな

らない。その取り組みは、研修ニーズの把握→研修目標設定→研修カリキュラム編成→研

修実施→研修成果評価→研修成果活用の順になる。

②効果的な研修実施方法の習得

　研修には、自己啓発研修、オンザジョブ・トレーニングなどの職場研修、集合研修など

がある。

　研修者の興味が意欲になり、積極的な研修への取り組み姿勢が生まれ、その結果高い研

修成果に結びつく。特に、自己啓発研修→職場研修→集合研修と、研修内容を高度化させ

ていくような系統だった研修実施体系が必要である。

　研修内容は、基本的知識と実践的技能の両面が習得できるように配慮し、視聴覚機器や

研修圃場の実物教材などを活用し、より効果的な研修にしなければならない。

２）具体的な活動事項

①技術員（研究員）、普及員及び拠点農家を対象とした研修計画の作成

(a) 研修計画立案の手順

　研修計画を企画する手順は、次のようになる。①研修ニーズの把握、②研修実施要領

の作成、③研修カリキュラムの作成。

(b) 研修ニーズの把握

　研修ニーズは、次の式で表される。

　（研修ニーズ）＝（研修対象者に期待する能力）－（研修対象者の実際の能力）

　研修ニーズを確実に把握して、研修コースを企画したり、研修実施要綱や研修実施体

系を策定していかなければならない。

　研修ニーズは、①組織の幹部、②組織の管理監督者、③研修対象者や研修参加者、④

部外講師や部内講師、⑤仕事に関連した組織外の関係者や顧客、⑥研修担当者、などか

ら収集することができる。その方法には、直接面談によるヒアリング法、会議を開いて

収集する会議法、アンケートで行うアンケート法などがある。

(c) 研修実施要領の作成

　把握した研修ニーズに基づいて、研修基本要綱、研修実施体系を作成する。また、個々

のコースを企画するときには、研修実施要領を作成し、研修基本要綱、研修実施体系な

どで定めたことを反映させる。

　研修実施要領には、①研修の目的やねらい、②研修対象者、③研修の方法や内容、④
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研修期間や日程、⑤研修の実施場所、⑥問い合わせ先、を記載する。

(d) 研修カリキュラムの作成

　カリキュラムの作成の手順は、次のようになる。①研修ニーズを踏まえて研修科目を

決定する、②研修科目ごとに適切な研修技法を決定する、③研修科目ごとに十分な時間

配分を検討する、④各研修科目を研修日程表のなかに配列する、⑤適切な研修講師を選

定する。

(e) 研修技法の選定

　主な研修技法には、次のものがある。①講義法、②討議法（少人数討議法、多人数討

議法、事例研究法）、③体験学習法（プロジェクト法、ロールプレイイング、見学、実

習など）。研修技法の選定にあたっては、(ｱ) 科目のねらい、(ｲ) 知識のレベル、(ｳ) 科

目の時間数、(ｴ) 参加者の人数などを考慮する。

②研修教材の開発

(a) 視聴覚教材の開発

　視聴覚教材は、普及活動の効果的な補助手段である。提示しながら解説するポスター

教材、スライドプロジェクタ用のスライド教材、OHP用のTP教材、VTR用のビデオ

テープ教材などについて、基本的な教材作成手法を習得する。

(b) 研修圃場の設置

　栽培技術や営農体系改善に向けた効果的な研修を行うため、地域適応技術や新作目・

品種などを展示し、実物教材として利用するため、研修圃場を設置する。また、この展

示圃場は、技能習得のための実習の場としても活用する。

③研修・セミナーの実施

(a) 研修運営の手法

　研修コースの運営の手順は、次のようになる。①研修参加者の募集、②研修会場の設

営、③開講式、④オリエンテーション、⑤科目の管理、⑥講師の対応、⑦閉講式、⑧研

修のフォロー。

(b) 研修運営の要点

　研修の運営にあたっては、次の点に留意する。①参加者の募集は、なるべく早く、研

修実施要領を配布して行う、②研修会場の設営は、前日までに終了する、③研修会場の

座席配置は、研修形態にあわせる、④開講式は、参加者の気持ちを研修へと切り替える

ため、簡潔で厳粛に行う、⑤オリエンテーションは、研修担当者が親しみを感じさせる

態度で行う、⑥科目ごとの管理では、研修資料、使用機器、会場の状態などを常に点検

する、⑦講師とは、指導準備、時間配分などについて、事前に連絡を取る、⑧閉講式は、

厳粛に行い、参加者を見送った後に、研修会場などを整理する。
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④採用された研修方法の評価

(a) 研修の評価方法

　研修の評価には、効果測定と業務評価の２つがある。効果測定は、研修の実施で、参

加者の知識や能力がどれくらい向上したかを評価する。業務評価は、研修の運営方法、

カリキュラムの内容、講師の指導方法、会場の設備といった研修の業務全般について評

価する。

　評価の結果は、研修を実施中に改善したり、今後の研修企画に反映させたりすること

が大切になる。

(b) 研修の効果測定

　効果測定の方法には、次のものがある。①テストによって評定する筆記試験法、②参

加者の行動を観察して評定する観察評定法、③参加者に会って話し合いながら評定する

面接法、④課題についてレポートを提出させて評定するレポート法、⑤課題について実

際にやらせてみて評定する実技実習法。

(c) 研修の業務評価には、次の方法がある。①研修担当者が研修の実施中に感想を記述

した業務日誌、②参加者の当番が記述した当番日誌、③研修全般について、参加者の意

見を記述してもらうアンケート、④研修担当者が、参加者や講師の意見を聞く意見交

換、⑤研修担当者が、参加者や講師と雑談したり、講義や討議を傍聴する雑談傍聴。

５－５　モデルサイトの選定

(1) 選定の経緯

　治安、営農状況、都市へのアクセスの容易さなどの基準に従い、エル・サルヴァドル国側が

提示したモデルサイト候補地６か所を含む７か所を調査し、最終的に、モデルサイトとして、

サンタ・クルス・ポリージョCDT管轄地区コフテペケ普及所及びサン・アンドレスCDT管

轄地域のサポティタン普及所（非灌漑地区）の２つを選定した。

　コフテペケ普及所管轄の農家に関しては、過去に病虫害の発生により、野菜の導入が見合わ

されているものの、都市へのアクセスが容易な地域であり、野菜の導入に対する地域住民の

ニーズは高い。野菜を含めた作付け体系をつくるために、育苗技術の導入などにより解決を

図っていく予定である。

　また、もう１つのモデルサイトであるサポティタン普及所（非灌漑地区）内の傾斜地につい

ても、基礎穀類の収穫期までの間の野菜の栽培が既に導入されつつあり、住民のニーズ及び野

菜生産の可能性が高い。

　さらに、サポティタン普及所の灌漑地区については、日本が無償資金協力を実施したことも

あり、何らかのサポートが必要と思われた。しかし、無償資金協力により整備された施設の運
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営に係る電気代が増加しており、水利組織の育成及び水利費徴収の制度面での支援が必要と

なっている。このため同地域において、圃場レベルだけの栽培技術をサポティタン灌漑地域全

域への普及対象として取り扱うことは、困難である。そこで、灌漑地区の普及活動は実施せ

ず、非灌漑地区との比較実証のため及び灌漑地区圃場内での栽培技術に係る研修教材作成準備

に資するため程度の活動に止める。

(2) プロジェクトサイトの現状

　上記２か所のモデルサイトに加えて、CENTA本部をプロジェクトサイトとし、長期専門家

の活動の拠点として、執務室を設けるようエル・サルヴァドル国側に申し入れ、了承された。

　CENTA本部には、技術開発センターであるサン・アンドレスCDTが隣接しており、活動

を実施していくために必要となる試験圃場、実験施設などはCENTA本部及びCDTの敷地内

の施設を利用可能である。

　しかしながら、プロジェクトサイトの試験圃場などの利用にあたっては、基礎的なデータ収

集のための施設の整備状況が不十分であり、圃場内の灌漑施設などを整備することが必要であ

ると判断された。

５－６　日本側の取るべき措置

(1) モデルインフラの必要性

　前述の５－５－(2)で記載したとおり、エル・サルヴァドル国側より提供された圃場及び施

設を整備するために、モデルインフラの必要性を検討する必要がある。

　そのために、まずは、調査結果、詳細な整備計画を更に検討する必要がある。

(2) 研修費用の必要性

　５－４成果及び活動内容で記載のとおり、モデルサイトで得られた成果を随時研修により、

モデルサイト以外の技術員及び普及員に普及することが必要であると判断された。

　そのための手段として中堅技術者養成対策費が有効であると思われるが、同予算が、１年ご

とに相手側負担が増加することをエル・サルヴァドル国側に説明し、この予算措置に同国側が

対応できるかを確認した。同国側での対応の可能性については、調査団帰国後にエル・サル

ヴァドル国内で検討される予定である。

(3) 周辺国で実施しているプロジェクト方式技術協力の成果の活用

　調査団より、ホンデュラス、メキシコ、ドミニカ等周辺国で実施しているプロジェクトの成

果をエル・サルヴァドル国でも活用していく方針である旨説明した。
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５－７　エル・サルヴァドル側の取るべき措置

(1) 予算措置について

　日本側からは、本プロジェクトの実施主体がエル・サルヴァドル国側にあり、同国側がプロ

ジェクト実施にあたっての予算措置をしなければ、日本側としての予算措置ができないことを

説明した。特に、基本的な予算項目として、光熱費、旅費などはエル・サルヴァドル国側が計

上していることが必要であることを説明し、同国側に了承された。

　エル・サルヴァドル国の予算年度は、１月～12月までとなっており、1998年度の予算は既

に決定されているが、プロジェクトのための予算措置を開始年には用意する旨了承された。

(2) カウンターパート（C/P）の配置について

　次の事項を申し入れ、エル・サルヴァドル国側に了承された。

１）フルタイムカウンターパート

①GyTTコーディネータと同じレベルのカウンターパートを本部に２名（栽培、普及/研修）

②それぞれのモデルサイトに、

　２名の普及員（普及/研修）

　１名の技術員（栽培）

２）パートタイムカウンターパート

①モデルサイト普及所の普及員すべて（普及/研修）

②モデルサイト普及所に関係するGyTTオフィスの技術員すべて（栽培）

(3) オフィス及び土地

１）CENTA本部に長期専門家及びフルタイムカウンターパートのためのオフィスを設けるこ

と

２）サポティタン及びコフテペケ普及所の両方に、栽培分野及び普及/研修分野の専門家の執

務スペースを設けること

３）サン・アンドレスCDTに実証試験用及び研修用の圃場を設ける。

５－８　大統領選挙後の影響

　大統領選挙後の影響については、予想不可能であるが、エル・サルヴァドル国においては、再

選はない。現与党が勝てば、CENTAへの影響は全くないだろうが、野党が勝てば、農牧省から独

立した自治組織であるCENTAにおいても、所長、技術部長レベルにおいて影響が出るかもしれ

ない。

　また、大統領選挙前は、治安が乱れることが予想されるが、大統領選挙が終われば、治安は好
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転して行くだろうとの現地日本人関係者のコメントがあった。

５－９　治安状況確認

　専門家の活動の安全を確保することができるか否かは、プロジェクト実施の可能性検討の必須

事項であるが、今次調査においては特に大きな心配がないように見受けられた。同行した駐在員

事務所の治安コンサルタントからも、夜間の行動、危険な地域への立ち入りを避けるなどの安全

対策を取れば、問題はないとの説明があった。いずれにしろエル・サルヴァドル側関係者には、協

力が開始された場合の専門家の安全確保に対して特段の配慮を申し入れ、了解された。

５－10　今後の予定

(1) 更なる協議事項

　今次調査は限られた時間の中で現地調査を行い、営農及び普及と技術開発の問題について確

認するとともに、それらの問題解決のための協力の基本計画案作成を行うことができた。しか

しながら、詳細な活動内容・進め方については、今次調査期間中の整理は十分とは言えず、さ

らに詳細に国内関係者間で検討し、エル・サルヴァドル国側政府と十分協議の上、決定してい

くことが必要となっている。

１）プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）の作成

　今次調査においては、現地調査及び数度にわたる協議及び参加型ワークショップの開催に

より、プロジェクトの要約の部分（目標、成果、活動）をまとめた。今後は、現地調査結果

を基にした更に詳細な活動計画の作成作業を併せて実施しつつ、成果の確認指標などを検討

していく必要がある。

２）活動計画の作成について

　詳細な活動計画を策定する。検討材料は、短期調査員報告書にまとめられる。

３）モニタリング用シートの準備について

　相手側のオーナーシップを促すためには、現場の当事者による自己評価を定期的に行うこ

とが有効である。自己評価の手法については、JICAが実施している他のプロジェクトの例

（評価シートの導入等）を参考にしつつ、検討していくことが必要である。

(2) スケジューリングについて

　実施協議調査団の派遣前のエル・サルヴァドル国内関係省庁による討議議事録（Record of

Discussions: R/D）の検討、R/Dのエル・サルヴァドル国内国会承認、Ａ１フォームの発出、

個別研修員枠による研修員１名の受入れが予定されている。
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１）討議議事録の国会批准

　R/Dの国会批准の前作業として、エル・サルヴァドル国外務省、法務省、大蔵省の事前

チェックが入ることになっている。あらかじめ、R/D案を同国に送付することで、R/D締結

後の国会批准手続きを促進することができると思われる。

　また、事前送付がないにしても、本件プロジェクトに対するエル・サルヴァドル国側の期

待は大きく、医療分野のプロジェクト実施の際に３か月要したR/Dの国会批准手続きが１

か月程度ですむだろうとの現地日本人関係者のコメントがあった。

　また、国会は、12月に入ると、活動が停滞するため、実施協議調査団の派遣は、11月上

旬までに終えるような時期の派遣が望まれる。

２）Ａ１フォーム

　R/Dの国会批准手続きと並行して、専門家派遣要請書であるＡ１フォーム発出の手続きは

進められるとの外務省関係者の意見があった。

　Ａ１フォームの外務省内の手続きは、要したとしても１週間であり、Ａ１フォームの発出

に要する時間は、現場のCENTA関係者の作業能力にかかっている。

３）個別研修員受入

　個別研修員受入を協力開始前に実施し、協力前に明確にしておくべき事項を検討する作業

が必要となる。手続きが可能であれば、実施協議調査団が派遣される前の受入れが望まし

い。





付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料

１．ミニッツ

２．アンケート結果
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